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介 護 共 済

ご加入者のしおり
介護共済にご加⼊いただきありがとうございます。
このしおりは、ご契約に関する⼤事な事柄を記載したものです。

ＵＡゼンセン福祉共済互助会
ＵＡゼンセン共済事業局お問合せ先

〒１０２-８２７4 東京都千代田区九段南４-８-１９
CIRCLES＋市ヶ谷駅前 2階

TEL ０３－３２８８－３５３３ FAX ０３－３２８８－３７０８
受付時間／平日９：３０～１７：１５

裏表紙には「介護共済ヘルプデスク」のご案内もあります。

ＵＲＬ https://uazensen.jp/kyousai_top/ E-mail kyosai@uazensen.jp

給付⾦請求書類等を巻末に付けていますので
⼤切に保管してください︕！！
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付録（⽩紙帳票）
・給付⾦請求書
・代表受取⼈選定に関する申出書
・加⼊者内容変更通知書（親・配偶者⽤）
・指定代理請求⼈指定書
・死亡給付⾦受取⼈指定書
・脱退届 兼 指定代理請求⼈指定書

※加⼊者内容変更通知書・⼝座変更通知書（組合員本⼈⽤）
の⽩紙帳票は、所属組合に請求してください。

介護共済ヘルプデスク



Ⅰ.制度の概要
１．この共済の特徴について
●この共済は、ＵＡゼンセン福祉共済互助会を契約者とし、その組合員・配偶者・組合員および配偶者の親のうち希望される⽅
に加⼊いただく契約です。

●保障期間1年の契約で、原則として、加⼊資格を満たすかぎり、⾃動更新により継続して加⼊いただくことができます。
●ご加⼊者（被共済者）の要介護状態・死亡に対する保障を確保いただくことができます。
●掛⾦は毎年算出し、更新⽇から適⽤します。
●この共済には年⾦払特約（無料）が⾃動付帯されており、受取⼈の希望により、介護給付⾦について、⼀時⾦に代えて年⾦と
して受取ることを選択いただくことができます。詳細は、「年⾦払特約」（１１ページ）をご確認ください。

しくみ図 （イメージ）
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加⼊⽇ 更新⽇
(3/1)

更新⽇
(3/1)

更新⽇
(3/1)

原則として、加⼊資格を
満たすかぎり、⾃動更新に
より継続して加⼊いただく
ことができます。

主契約
(介護保障・死亡保障)

年⾦払特約

保障期間︓1 年※ 保障期間︓1 年 保障期間︓1 年

⾃動更新 ⾃動更新

※加⼊⽇が3⽉1⽇よりも後の場合、その加⼊⽇からの期間

２．加⼊資格と保障⾦額について
(１)加⼊できる⼈・加⼊条件・保障⾦額
●以下の加⼊できる⼈・加⼊条件・保障⾦額の要件を満たす必要があります。
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新規加⼊できる⾦額※3(介護給付⾦の保障⾦額※4)
加⼊条件加⼊できる⼈

満70歳〜満85歳〜満69歳

100万円
〜500万円

※7
なし

加盟組合の組合員（ＵＡゼンセンの認めた⽅（加盟組合の企
業または団体の構成員に限る））で以下を満たす⽅※5

●新規加⼊・増額︓年齢満15歳以上満69歳以下の⽅
●継続加⼊ ︓年齢満90歳以下の⽅

組合員

100万円〜500万円

組合員の
加⼊が必要

組合員と同⼀⼾籍の配偶者で以下を満たす⽅
●新規加⼊・増額︓年齢満18歳以上満85歳以下の⽅
●継続加⼊ ︓年齢満90歳以下の⽅

配偶者

組合員の⼾籍上の親※6で以下を満たす⽅
●新規加⼊・増額︓年齢満18歳以上満85歳以下の⽅
●継続加⼊ ︓年齢満90歳以下の⽅

組合員
の親

組合員・
配偶者の
加⼊が必要

配偶者の⼾籍上の親※6で以下を満たす⽅
●新規加⼊・増額︓年齢満18歳以上満85歳以下の⽅
●継続加⼊ ︓年齢満90歳以下の⽅

配偶者
の親

新規加⼊できる⾦額※3(介護給付⾦の保障⾦額※4)
加⼊条件加⼊できる⼈

満70歳〜満85歳〜満69歳

100万円
〜500万円

※7

なし

加盟組合の組合員（ＵＡゼンセンの認めた⽅（加盟組合の企
業または団体の構成員に限る））で以下を満たす⽅※5

●新規加⼊・増額︓年齢満15歳以上満69歳以下の⽅
●継続加⼊ ︓年齢満90歳以下の⽅

組合員

100万円〜500万円

組合員と同⼀⼾籍の配偶者で以下を満たす⽅
●新規加⼊・増額︓年齢満18歳以上満85歳以下の⽅
●継続加⼊ ︓年齢満90歳以下の⽅

配偶者

組合員の⼾籍上の親※6で以下を満たす⽅
●新規加⼊・増額︓年齢満18歳以上満85歳以下の⽅
●継続加⼊ ︓年齢満90歳以下の⽅

組合員
の親

配偶者の⼾籍上の親※6で以下を満たす⽅
●新規加⼊・増額︓年齢満18歳以上満85歳以下の⽅
●継続加⼊ ︓年齢満90歳以下の⽅

配偶者
の親

〔「団体型」に加⼊していない場合（「個⼈型」※1のみ）〕 (年齢は加⼊⽇(効⼒発⽣⽇)現在の満年齢)

〔「団体型」に加⼊している場合※2〕 (年齢は加⼊⽇(効⼒発⽣⽇)現在の満年齢)

〔ただし、組合員の保障⾦額の2倍以内〕



(２)健康状態の告知

◎「申込書兼告知書」の質問事項
現在、⽇常⽣活上の⾏為※1を⾏う際に、他⼈の介護や付き添い(⼀部介助※2・⾒守り※3・⽀え※4を含む)を受けている。

※1 ⽇常⽣活上の⾏為とは、⾷事・歩⾏・寝返り・⽴ち上がり・⼊浴・排せつ・⾐類着脱・⾦銭の管理をいいます。
※2 ⼀部介助とは、⾃⽴(⾃⽴とは基本的に⾃分ひとりで⽇常⽣活上の⾏為ができる状態のことを指します)に近い状態でありなが

ら、⾒守りや誘導、簡単なサポートが必要な状態のことをいいます。
※3 ⾒守りとは、そばについて、いつでも必要な援助を⾏える態勢をとることをいいます。
※4 ⽀えとは、⼿助けすることをいいます。

質問１

�
�
�
�
�
質
問
事
項

現在、公的介護保険制度の要介護・要⽀援の認定を受けている、または要介護・要⽀援の認定申請をしている。質問２

現在、医療機関に⼊院中もしくは医師の指⽰による在宅療養中※5である。または医師により⼊院・⼿術をすすめられている。
※5 療養とは治療と養⽣のことで、病気やけがの⼿当てをし、体を休めて健康の回復をはかることです。在宅療養とはこうした過程を

⼊院などではなく、ご⾃宅など住み慣れた環境(在宅)で過ごすことです。
質問３

現在、⾻折(⼿⾜の指を除く)・脊髄損傷で医師の治療・投薬を受けている、
＊経過観察として医師の診察を継続している場合やリハビリ中の場合を含みます。質問４

申込⽇から過去1年以内に、病気やけがで⼿術を受けたこと、または継続して2週間以上の⼊院をしたことがある。質問５

申込⽇から過去5年以内に以下の病気により医師の治療・投薬を受けたことがある。

質問６

●現在および過去の健康状態等について、ありのままをお知らせいただくことを告知といいます。
この共済に新たにご加⼊もしくは保障⾦額の増額をお申込みいただく際には、被共済者ご本⼈（代理告知の場合には、代理
⼈を含みます。）に告知（確認）いただく義務があります。

●過去の傷病歴（傷病名・治療期間等）、現在の健康状態、⾝体の障がい状態について、「申込書兼告知書」でおたずねす
ること（質問事項）を⼗分ご確認のうえ、ご回答が全て「該当しない」となる場合にお申込みください。
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※１「介護共済(個⼈型)」のことを指します(以降同じ)。
※２組合・企業・共済会等が掛⾦を負担し、所定の組合員を被共済者とする「団体型」に加⼊されている場合、配偶者や親の加⼊条件・保障⾦額の要件は

不要※８となります。ただし、介護給付⾦の保障⾦額を100万円〜500万円とする必要があります。
※３介護給付⾦の保障⾦額は100万円・150万円・200万円・250万円・300万円・400万円・500万円からお選びください。
※４死亡給付⾦の保障⾦額は介護給付⾦の保障⾦額の10%となります。
※５加⼊⽇（効⼒発⽣⽇）時点で加盟組合の組合員（ＵＡゼンセンが認めた⽅（加盟組合の企業または団体の構成員に限る））であることが必要です。
※６組合員の親・配偶者の親としてそれぞれ最⼤2名まで加⼊いただくことができます。
※７組合員でなくなったことにより「ＵＡゼンセン福祉共済会」に加⼊することで、「団体型」から「個⼈型」に移⾏して保障を継続する場合は、「団体型」の保障

⾦額を移⾏できます。
※８退職等により、「団体型」に加⼊されなくなった場合、組合員が「ＵＡゼンセン福祉共済会」に加⼊し、「個⼈型」の保障を継続するときは、配偶者や親はそ

の時点で加⼊条件・保障⾦額の要件を不要とする取扱いがなくなります。そのため、加⼊条件・保障⾦額の要件を満たしていない場合は満たす必要があり
ます。所属組合が「団体型」に加⼊されなくなった場合は、「個⼈型」で保障を継続できますが、配偶者や親はその時点で加⼊条件・保障⾦額の要件を不
要とする取扱いがなくなります。そのため、加⼊条件・保障⾦額の要件を満たしていない場合は満たす必要があります。
＊退職後の継続加⼊等の詳細は「退職後の継続加⼊等」（４４ページ）をご確認ください。

＊配偶者、親の加⼊には、組合員の加⼊が必要（配偶者の親の場合は、配偶者の加⼊も必要）ですが、組合員（配偶者）が介護共済に加⼊できない健
康状態の場合には、配偶者、親のみの加⼊も認めます。健康上の理由で加⼊できない場合には、健康上の理由で加⼊できないことの詳細や、将来、加⼊で
きる状態になった場合には加⼊する旨を記載した「確約書」を提出いただくことが必要です。

（1）ご加⼊後に病気になられても、原則として、加⼊資格を満たすかぎり同額もしくはそれ以下の保障⾦額で継続加
⼊いただくことができます。

（2）配偶者・親が組合員としての加⼊資格を有する場合は、組合員としてご加⼊ください。（同⼀⼈が組合員、配偶者・
親の⼆つの資格で⼆重に加⼊することはできません。）ご注意

質問事項1〜6に対する答えが、⼀つでも「該当する」となる⽅は、
新規加⼊(追加加⼊)・保障⾦額の増額をすることができません。

︕

1 悪性新⽣物
(がん・⾁腫・⽩⾎病・リンパ腫等)
または上⽪内新⽣物(上⽪内がん)

2 関節リウマチ
3 筋萎縮性側索硬化症
4 後縦靱帯⾻化症
5 ⾻折を伴う⾻粗鬆症
6 認知症・軽度認知障がい(MCI)・

アルツハイマー病・レビー⼩体病

7 進⾏性核上性⿇痺
⼤脳⽪質基底核変性症
及びパーキンソン病
【パーキンソン病関連疾患】

8 脊髄⼩脳変性症
9 脊柱管狭窄症

10 早⽼症
11 多系統萎縮症

12 糖尿病性神経障害
糖尿病性腎症及び
糖尿病性網膜症

13 脳⾎管疾患
14 閉塞性動脈硬化症
15 慢性閉塞性肺疾患
16 両側の膝関節⼜は

股関節に著しい変形を
伴う変形性関節症

＜16疾病＞
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告知義務に違反された場合は、ご加⼊・増額等のお申込内容を解除させていただき、給付⾦をお⽀払いできないことが
あります。また、「告知義務違反」としてお申込内容を解除させていただく場合以外にも、給付⾦をお⽀払いできないこと
があります。たとえば、「告知義務違反」の内容が特に重⼤な場合、詐欺による取消を理由として、給付⾦をお⽀払い
できないことがありますので、必ずご確認ください。とくに申込時点で既往症や持病がある⽅などは、質問事項に該当して
いないか⼗分にご確認のうえお申込みください。

︕
ご注意

【告知の⼤切さに関するご注意】
●告知いただく事項(質問事項)は、｢申込書兼告知書｣に記載してあります。もし、これらについて、契約者、被共済者となられる
⽅または代理⼈の故意または重⼤な過失によって、事実を告知いただけなかったり、事実と異なることを告知された場合、⽣命
保険会社は「告知義務違反」としてお申込みいただいた内容を解除することがあります。

●お申込みいただいた内容を解除した場合には、給付⾦のお⽀払事由が発⽣していても、これをお⽀払いすることはできません。ま
た、すでにお払込みいただいた掛⾦は払戻しません。（ただし、給付⾦のお⽀払事由発⽣が解除の原因となった事実にもとづか
ない場合には、給付⾦のお⽀払いをいたします。）

【代理告知】
●被共済者となる組合員の親・配偶者の親から「申込書兼告知書」にて告知いただくことが困難な場合、組合員が被共済者と
なられる⽅を代理して告知いただくことができます。
組合員が親の代理告知を⾏う場合、被共済者となる⽅に代理して告知することの了承をいただき、健康状態等の質問事項を
すべて説明いただいたうえで、代理告知いただきます。
＊配偶者は配偶者⾃⾝が申込み・告知する必要があります。

【傷病歴があった場合の取り扱い】
●傷病歴があった場合でも、全てのご加⼊・増額等のお申込みをお断りするものではなく、「申込書兼告知書」に記載の質問事
項が全て「該当しない」となる場合は加⼊・増額いただくことができます。

ご加⼊後、告知内容等を再度確認いただくことがあります
ご加⼊後にＵＡゼンセンが改めて親に直接、健康状態の質問事項に該当するものがないか確認させていただくことがあ
ります。
この結果、告知すべき何らかの事実を思い出された場合（「申込書兼告知書」の提出時に質問事項に対する答えが
「該当しない」であったものの、「該当する」が正当であることが判明した場合）には、所属組合・ＵＡゼンセン窓⼝経由
引受保険会社にお申し出ください。この場合、加⼊・増額の取消等を⾏うことになります。

給付⾦のご請求の際、告知内容等を確認させていただくことがあります
⽣命保険会社の職員または⽣命保険会社で委託した者が、給付⾦のご請求の際、お申込内容、告知内容、請求内
容について、確認させていただくことがあります。また、被共済者を診療した医師等に対し、病状等について照会・確認さ
せていただくことがあります。

︕
ご注意

介護給付⾦は、加⼊（増額）⽇以後の傷害または疾病を原因とした場合、お⽀払対象となり
ます
「健康状態の質問事項」質問6の16疾病（3ページ）に該当しない場合であっても、加⼊（増額）⽇前の傷害また
は疾病を原因とした場合は、介護給付⾦をお⽀払いすることができません。

︕
ご注意



(２)加⼊締切⽇
●新規加⼊・追加加⼊・増額・減額の場合、原則、毎⽉２０⽇（２０⽇が⼟・⽇・祝⽇の場合は前業務⽇）※ＵＡゼンセン

共済事業局必着です。
※⼀部異なる⽇程もあるため、詳細は「個⼈型」パンフレット裏⾯をご確認ください。

(３)掛⾦の引落し
●掛⾦は毎⽉１２⽇(１２⽇が⼟曜⽇・⽇曜⽇・祝⽇の場合は翌業務⽇)に組合員の指定預⾦⼝座(医療・年⾦・積⽴・傷

害・賠償・⽣命・給与保障共済ご加⼊の場合は同じ⼝座)から、配偶者・親の分も含めて、⾃動的に引落しされます。(所属組
合によっては給与天引いただくことができます。所属組合にご確認ください。)

●掛⾦が引落しされなかった場合は、翌⽉引落しできなかった掛⾦とあわせて再請求いたします。
●掛⾦が３カ⽉連続で引落しされなかった場合は、最初の引落しできなかった⽉の前⽉末⽇をもって⾃動脱退となります。（⾃動

脱退後、再加⼊を希望される場合は、新規加⼊のお⼿続きをお願いいたします。）

(４)保障開始⽇（加⼊⽇）
●加⼊締切⽇の翌々⽉の１⽇となります。
（例）7/20 申込書兼告知書ＵＡゼンセン共済事業局に到着 → 9/1 保障開始 → 9/12 初回掛⾦引落し

(５)加⼊者証・加⼊通知書とご加⼊者のしおり
●加⼊の証として、組合員宛に「加⼊者証」と「ご加⼊者のしおり」を加⼊⽇の当⽉に発⾏します。所属組合経由で配付しますの

で、加⼊内容・⽣年⽉⽇・性別等を確認してください。
●なお、親が加⼊される場合は、別途、親宛に「加⼊通知書」を加⼊⽇の翌⽉末に直送します。

３．加⼊の⼿続・変更の⼿続について
(１)加⼊⼿続と受付窓⼝

●新規加⼊・追加加⼊する場合、「申込書兼告知書」を所属組合経由でＵＡゼンセン共済事業局にご提出ください。
●加⼊⼿続きに際しては、被共済者⽒名の⾃署が必要です。「申込書兼告知書」の⾃署（フルネーム）欄に⾃署してください。
●親の代理で組合員が申込む場合は、組合員が親の⾃署（フルネーム）欄に組合員の⽒名を⾃署してください。

配偶者の⾃署（フルネーム）欄は、配偶者⾃⾝が⾃署してください。
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(８)脱退（４３〜４５ページ）
●被共済者が加⼊資格を失われた場合には、この契約から脱退され、保障は終了します。保障終了⽇は、各⽉分の掛⾦に対応

する期間のうち、脱退⽇が属する期間の末⽇です。
［例］3⽉24⽇に脱退された場合、払込みいただいた3⽉分の掛⾦に対応する期間の末⽇である3⽉31⽇が保障終了⽇とな

ります。
●この共済には、被共済者が脱退された場合の払戻⾦はありません。

(７)保障⾦額の変更（増額・減額）⼿続
●既加⼊者の保障⾦額を変更（増額・減額）する場合、「申込書兼告知書」を所属組合経由でＵＡゼンセン共済事業局にご

提出ください。毎⽉受付けします。
（例）7/20 申込書兼告知書ＵＡゼンセン共済事業局に到着 → 9/1 保障⾦額変更の効⼒発⽣

→ 9/12 保障⾦額変更後の掛⾦引落し
●増額の場合、健康状態の告知が必要です。

(６)⾃動更新
●保障終了⽇は加⼊⽇以降の毎年２⽉末⽇で、特段のお申し出がない限り、毎年３⽉１⽇に⾃動更新されます。
（「加⼊者証」および「ご加⼊者のしおり」は毎年更新後の内容で発⾏されます。）

●掛⾦額は、毎年３⽉１⽇時点の満年齢に基づき決まります。



⾃動脱退
●掛⾦が３カ⽉連続で引落しされなかった場合は、最初の引落しができなかった⽉の前⽉末⽇をもって⾃動脱退となります。
●被共済者は、満90歳で更新後にはじめて到来する２⽉末⽇をもって⾃動脱退※２となります。
●死亡給付⾦が⽀給された場合は、死亡した⽇に⾃動脱退※３※4となります。
●介護給付⾦が⽀給された場合は、お⽀払事由に該当した⽇に⾃動脱退※5となります。
※2 組合員が満90歳で更新後にはじめて到来する2⽉末⽇に⾃動脱退する場合は、配偶者についても⾃動脱退となります。
※3 組合員が死亡した場合は、配偶者・組合員の親・配偶者の親についても⾃動脱退となります。

ただし、組合員が死亡しても、組合員死亡時に配偶者が「個⼈型」に加⼊しており、配偶者が希望される場合は、配偶者が「UAゼンセン福祉共済会」に加⼊
することで、すでに加⼊している親を含めて保障を継続することができます。

※4 配偶者が死亡して、配偶者の親が「加⼊資格と保障⾦額」（２〜３ページ）記載の加⼊条件（組合員・配偶者の加⼊が必要）を満たさなくなっても、組
合員が特に希望する場合は配偶者の親の保障を継続することができます。

※5 組合員が介護給付⾦の⽀払事由に該当した場合でも、組合員であるかぎり、配偶者や親は継続加⼊することができます。
（この場合、組合員が引続き配偶者や親の掛⾦を⽀払うことになります。）

●原則、毎⽉20⽇（20⽇が⼟・⽇・祝⽇の場合は前業務⽇）までに「脱退届」をUAゼンセン共済事業局に提出した場合は、
翌⽉の⼝座引落しが停⽌され、当⽉末⽇に脱退となります。

●組合員が退職等により加⼊資格を失われた場合には、組合員は保障期間の途中であってもその⽇にこの契約から脱退となりま
す。

●中途で配偶者・親が「加⼊資格と保障⾦額」（２〜３ページ）記載の加⼊資格（配偶者︓組合員と同⼀⼾籍の配偶者、
組合員の親︓組合員の⼾籍上の親、配偶者の親︓配偶者の⼾籍上の親）を満たさなくなった場合は、その⽇にこの契約から
脱退となり、その配偶者・親について「脱退届」により脱退⼿続きが必要となります。配偶者の親について、配偶者が本⼈の配偶
者でなくなった場合は、その⽇にこの契約から脱退となります。

●中途で配偶者・親が「加⼊資格と保障⾦額」（２〜３ページ）記載の加⼊条件（配偶者︓組合員の加⼊が必要、組合員
の親︓組合員の加⼊が必要、配偶者の親︓組合員・配偶者の加⼊が必要）を満たさなくなった場合は、その⽇にこの契約から
脱退となり、その配偶者・親についても「脱退届」により脱退⼿続きが必要※１となります。

※1 組合員が「個⼈型」に加えて「団体型」にも加⼊している場合、「加⼊資格と保障⾦額」（２〜３ページ）記載の加⼊条件（配偶者︓組合員の加⼊が必
要、組合員の親︓組合員の加⼊が必要、配偶者の親︓組合員・配偶者の加⼊が必要）は不要となりますので、組合員が「個⼈型」を脱退しても「団体型」
の加⼊を継続しているかぎり、配偶者・組合員の親・配偶者の親は保障を継続することができ、配偶者が中途脱退しても配偶者の親は保障を継続することが
できます。
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中途脱退

退職後の継続加⼊等
●組合員が退職しても（退職等により「団体型」に加⼊されなくなった場合を含む）、「ＵＡゼンセン福祉共済会」に加⼊すること

で、配偶者や親を含めて満90歳まで保障を継続することができます(組合が認めた場合)。ただし、組合員が「団体型」にも加⼊
していた場合は、退職に伴い「団体型」から脱退となるため、配偶者や親はその時点で「加⼊資格と保障⾦額」（２〜３ペー
ジ）記載の加⼊条件・保障⾦額の要件を不要とする取扱いがなくなります。そのため、加⼊条件・保障⾦額の要件を満たしてい
ない場合は満たすようにする必要があります。具体的には、組合員が「団体型」脱退時に配偶者・親の保障⾦額が組合員の保
障⾦額の2倍超の場合、組合員の保障⾦額を増額、または配偶者 ・ 親の保障⾦額を減額する必要があります。組合員が「団
体型」脱退時に配偶者は加⼊せずに配偶者の親が加⼊していた場合、配偶者の親が継続加⼊するためには、配偶者が新規
加⼊する必要があります。

＊「団体型」脱退時に組合員が配偶者・親の保障⾦額の要件を満たすために増額する場合を除き、「団体型」脱退時の保障⾦額を超えることはできません。
＊「団体型」脱退時に配偶者が配偶者の親の加⼊条件を満たすために新規加⼊する場合を除き、「UAゼンセン福祉共済会」に移⾏時・移⾏後に新規加⼊する

ことはできません。

●組合員が在職中に所属組合が「団体型」に加⼊されなくなった場合、組合員が「個⼈型」に「団体型」の保障⾦額で加⼊・増額
することで、当組合員および配偶者・親は「個⼈型」として継続加⼊することができます。ただし、その時点で「加⼊資格と保障⾦
額」（２〜３ページ）記載の加⼊条件・保障⾦額の要件を満たす必要があります。

●組合員が「ＵＡゼンセン福祉共済会」に移⾏後、保障期間中に組合員が死亡または脱退された場合は、配偶者・親も、⾃動
的に脱退となります。ただし、組合員が死亡しても、組合員死亡時に配偶者が「個⼈型」に加⼊しており、配偶者が希望される
場合は、配偶者が「UAゼンセン福祉共済会」に加⼊することで、親を含めて保障を継続することができます。また、組合員が介護
給付⾦の⽀払事由に該当した場合でも、「ＵＡゼンセン福祉共済会」の会員であるかぎり、配偶者や親は継続加⼊することがで
きます。（この場合、組合員が引続き配偶者や親の掛⾦を⽀払うことになります。）

●組合員が「ＵＡゼンセン福祉共済会」の会員資格を喪失した場合、組合員・配偶者・親は組合員の会員資格喪失⽇に脱退と
なります。

●「ＵＡゼンセン福祉共済会」の年会費1,800円が必要となります。
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●「申込書兼告知書」をご提出された後、告知すべき何らかの事実を思い出された場合（「申込書兼告知書」の提出時に質問
事項に対する答えが「該当しない」であったものの、「該当する」が正当であることが判明した場合）には、所属組合・ＵＡゼンセ
ン窓⼝経由引受保険会社にお申し出ください。この場合、加⼊・増額の取消等を⾏うことになります。

(９)加⼊の取消

４．給付⾦の請求⼿続について（２５〜３５ページ）
●給付⾦の⽀払事由が発⽣したときは、２５〜３６ページを参照のうえ、必要な書類⼀式を所属組合経由※でＵＡゼンセン
共済事業局にご提出ください。
※「ＵＡゼンセン福祉共済会」会員の場合は、直接、ＵＡゼンセン共済事業局にご提出ください。

５．主な保障内容について
(１)主契約
●被共済者が保障期間中に次のお⽀払事由に該当された場合、給付⾦をお⽀払いします。

お⽀払額お⽀払事由

介護給付⾦の
保障⾦額介護給付⾦

介護給付⾦の
保障⾦額
の１０％

死亡されたとき死亡給付⾦

●死亡給付⾦の⽀払請求を受けても介護給付⾦が⽀払われるときは、死亡給付⾦ではなく、⽀払額が⼤きくなる介
護給付⾦をお⽀払いします。

●介護給付⾦・死亡給付⾦のいずれかのお⽀払いがある場合、保障は終了します。
●介護給付⾦と死亡給付⾦を重複してお⽀払いすることはありません。
●所定の⾼度障がい状態該当時に死亡給付⾦に代えてお⽀払いする⾼度障がい給付⾦の取扱いはありません。

︕
ご注意

21次の のいずれかに該当したとき

1 公的介護保険制度に定める要介護２以上に認定

2 所定の要介護状態が180⽇以上継続

＊お⽀払事由の詳細は、「 公的介護保険制度に定める要介護２以上に認定」、「 所定の要介護
状態が180⽇以上継続」をご確認ください。

1 2

公的介護保険制度に定める要介護2以上に認定1

加⼊（増額）⽇以後の傷害または疾病を原因として公的介護保険制度による要介護2以上に該当していると認定されたこと

●加⼊(増額)⽇前の傷害または疾病を原因とした場合は介護給付⾦をお⽀払いすることができません。
ただし、⽀払規定は、介護給付⾦請求時ではなく加⼊（増額）⽇時点の規定が適⽤となりますのでご注意ください。

●「公的介護保険制度」とは、介護保険法に基づく介護保険制度をいいます。公的介護保険制度等の改正が⾏われた場合には、
主務官庁の認可を得て、介護給付⾦のお⽀払事由を変更することがあります。

●「要介護2以上」とは、平成11年4⽉30⽇厚⽣省令第58号「要介護認定等に係る介護認定審査会による審査及び判定の
基準等に関する省令」に規定する要介護2から要介護5までのいずれかの状態をいいます。



⾝体の状態の例要介護度

・起き上がりや⽴ち上がり、⽚⾜での⽴位保持などに、何らかの⽀えを必要とすることが
ある。掃除、買い物などの家事の⼀部や、⼊浴などに、⾒守りや⼿助けを必要とする
ことがある。この状態に該当する⼈のうち、適切な介護予防サービスの利⽤により、状
態の維持・改善が⾒込まれる⼈は、要⽀援２と認定される。

要介護１

・起き上がりや⽴ち上がり、⽚⾜での⽴位保持、歩⾏などに、何らかの⽀えを必要とす
る。⾷事、排泄、⼊浴、薬の内服、⾦銭管理などに、⼿助けを必要することがある。
物忘れなど認知機能の⼀部に低下がみられることがある。

要介護2

・起き上がりや⽴ち上がり、⽚⾜での⽴位保持、歩⾏などが⼀⼈でできない。⾷事、排
泄、⼊浴、⾐類の着脱などに、介助を必要とする。認知機能の低下がみられ、それに
伴ういくつかの問題⾏動・⼼理症状※がみられることがある。

要介護3

・起き上がりや⽴ち上がり、両⾜での⽴位保持、歩⾏などが⼀⼈でできない。座位保
持に何らかの⽀えを必要とする。⾷事、排泄、⼊浴、⾐服の着脱などに、全⾯的な介
助を必要とする。全般的な認知機能の低下がみられ、それに伴う多くの⾏動・⼼理症
状※がみられる。

要介護4

・起き上がりや⽴ち上がり、両⾜での⽴位保持、歩⾏、座位保持などが、ほとんどできな
い。⽇常⽣活を遂⾏する能⼒が著しく低下し、全⾯的な介助を必要する。意思の疎
通ができないことが多い。

要介護5

※⾏動・⼼理症状とは、暴⼒・暴⾔、徘徊などの⾏動症状や、幻覚、妄想、うつなどの⼼理症状のこと。
出典︓ (公財)⽣命保険⽂化センター「介護保障ガイド」（2024年10⽉改訂版）をもとに作成

＜要介護度別の⾝体状態の⽬安＞

�
�
�
�
�
対
象
範
囲
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所定の要介護状態が180⽇以上継続2

加⼊（増額）⽇以後の傷害または疾病を原因として、「所定の要介護状態」に該当した⽇からその⽇を含めて180⽇以上「所
定の要介護状態」が継続したことを医師によって診断確定されたこと

●加⼊(増額)⽇前の傷害または疾病を原因とした場合は介護給付⾦をお⽀払いすることができません。
ただし、⽀払規定は、介護給付⾦請求時ではなく加⼊（増額）⽇時点の規定が適⽤となりますのでご注意ください。

●この契約の全部または⼀部が更新されない場合で、保障期間満了の⽇が2⽉末のときは、被共済者がその被共済者についての
保障期間満了の⽇からその⽇を含めて180⽇の間に、「所定の要介護状態」が180⽇継続した⽇が到来すれば、引受保険会
社はその状態がその被共済者についての保障期間満了の⽇に⽣じたものとみなして介護給付⾦をお⽀払いします

＊「所定の要介護状態」に該当した⽇からその⽇を含めて180⽇経過する前に症状が回復して「所定の要介護状態」に該当しなくなった場合には、介護給付⾦をお⽀払いする
ことはできません。



＜所定の要介護状態＞

①②のいずれかに該当したとき
①常時寝たきり状態で、(ア)に該当し、かつ、(イ)〜(オ)のうち2項⽬以上に該当して他⼈の介護を要する状態

所定の
要介護状態 2項⽬以上

②「器質性認知症」と診断確定され、「意識障がい」のない状態において「⾒当識障がい」があり※、かつ、他⼈の介護
を要する状態

アルツハイマー病の認知症等で
脳に障がい ＋ 意識がはっきりしている状態でも

時間・場所・⼈物の認識ができない

＜具体イメージ＞

注意 上記はあくまでもイメージです。

器質性
認知症と
診断確定

「器質性認知症と診断確定されている」とは、次の①、②のすべてに該当する「器質性認知症」であることを医師により
診断確定された場合をいいます。
①脳内に後天的におこった「器質的な病変あるいは損傷」を有すること
②正常に成熟した脳が、①による「器質的障がい」により破壊されたために、⼀度獲得された知能が持続的かつ全般
的に低下したものであること

※「器質性認知症」と診断確定され、「意識障がい」のない状態において「⾒当識障がい」がある状態の補⾜説明

「器質性認知症」とは、平成27年２⽉13⽇総務庁告⽰第35号に基づく厚⽣労働省⼤⾂官
房統計情報部編「疾病、傷害および死因統計分類提要ICD-10（2013年版）準拠」に記
載された分類項⽬中、次の基本分類コードに規定される内容によるものをいいます。

器質性
認知症

「器質的な病変あるいは損傷」、「器質的障がい」とは、各種の病因または傷害によって引きお
こされた組織学的に認められる病変あるいは損傷、障がいのことをいいます。

器質的な病変
あるいは損傷、
器質的障がい

基本
分類
コード

分類項⽬

F02.8

F03
F05.1

G31.8

・他に分類されるその他の明⽰された疾患
の認知症
・詳細不明の認知症
・せん妄、アルコールその他の精神作⽤物
質によらないもの(F05)のうちせん妄、認
知症に重なったもの
・神経系のその他の変性疾患、他に分類
されないもの(G31)のうち神経系のその他
の明⽰された変性疾患 (ただし、レヴィ
⼩体型認知症に限ります。)

＊2013年版以後の厚⽣労働省⼤⾂官房統計情報部編「疾病、傷害および死因統計分類提要」にお
いて、上記疾病以外に該当する疾病がある場合には、その疾病も含むものとします。

基本
分類
コード

分類項⽬

F00

F01
F02.0
F02.1

F02.2

F02.3

F02.4

・アルツハイマー＜Alzheimer＞病の
認知症
・⾎管性認知症
・ピック＜Pick＞病の認知症
・クロイツフェルト・ヤコブ＜
Creutzfeldt-Jakob＞病の認知症
・ハンチントン＜Huntington＞病の
認知症
・パーキンソン＜Parkinson＞病の
認知症
・ヒト免疫不全ウイルス［HIV］病の
認知症
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意識障がい

｢意識障がい」とは、通常、対象を認知し、周囲に注意を払い、外からの刺激を的確にうけとって反応することのできる
状態を意識がはっきりしているといいますが、この意識が障がいされた状態を意識障がいといいます。意識障がいは、通
常⼤きくわけて「意識混濁」と「意識変容」とにわけられます。

「⾒当識障がい」とは、次のいずれかに該当する場合をいいます。

⾒当識
障がい

意識混濁とは意識が曇っている状態で、その障がいの程度により、軽度の場合、傾眠（うとうとしてい
るが、刺激により覚醒する状態）、中度の場合、昏眠（覚醒させることはできないが、かなり強い刺激
には、⼀時的に反応する状態）、⾼度の場合、昏睡（精神活動は停⽌し、全ての刺激に反応性を
失った状態）にわけられます。

意識
混濁

意識変容は、特殊な意識障がいであり、これにはアメンチア（意識混濁は軽いが、応答は⽀離滅裂
で、⾃分でも困惑した状態）、せん妄（⽐較的⾼度の意識混濁－意識の程度は動揺しやすい－に
加えて、錯覚・幻覚を伴い不安、不穏、興奮等を⽰す状態）およびもうろう状態（意識混濁の程度
は軽いが、意識の範囲が狭まり、外界を全般的に把握することができない状態）等があります。

意識
変容

①時間の⾒当識障がい︓季節または朝・真昼・夜のいずれかの認識ができない。
②場所の⾒当識障がい︓今住んでいる⾃分の家、または今いる場所の認識ができない。
③⼈物の⾒当識障がい︓⽇頃接している周囲の⼈の認識ができない。
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(２)年⾦払特約(無料)

最終年⾦年額初回年⾦年額受取期間・年⾦の型
約60.2万円約60.2万円定額型５年確定年⾦ 約65.7万円約54.7万円逓増型
約30.6万円約30.6万円定額型１０年確定年⾦ 約36.3万円約25.0万円逓増型
約20.7万円約20.7万円定額型１５年確定年⾦ 約26.3万円約15.4万円逓増型

⼥性男性年齢
約12.2万円約19.9万円５１歳
約12.5万円約20.4 万円５２歳
約12.8万円約20.9万円５３歳
約13.1万円約21.4万円５４歳
約13.4万円約21.9万円５５歳
約13.7万円約22.4万円５６歳
約14.1万円約23.0万円５７歳
約14.4万円約23.5万円５８歳
約14.8万円約24.1万円５９歳
約15.2万円約24.7万円６０歳
約15.6万円約25.2万円６１歳
約16.0万円約25.8万円６２歳
約16.5万円約26.4万円６３歳
約17.0万円約27.0万円６４歳

●この共済には年⾦払特約（無料）が⾃動付帯されており、介護給付⾦の請求の際、受取⼈の希望により、介護給付⾦の全部
または⼀部を⼀時⾦に代えて年⾦原資（年⾦基⾦）として設定し、年⾦として受取っていただくこともできます。（年⾦受取⼈は
被共済者⾃⾝となります。）

●介護給付⾦の請求の際に、年⾦の種類・年⾦の型・年⾦受取開始⽇を選択していただきます。

年⾦受取開始⽇年⾦の型
年⾦の種類

受取期間種類

年⾦原資（年⾦基⾦）設定⽇から１年以内の
３⽉１⽇
６⽉１⽇
９⽉１⽇

１２⽉１⽇
のいずれかの⽇

定額型終⾝保証期間付介護終⾝年⾦
（保証期間５年）

いずれかを選択
・定額型
・逓増型 (年5%の単利)

５年

確定年⾦ １０年

１５年
＊死亡給付⾦は年⾦払の対象外です。
＊年⾦原資（年⾦基⾦）として設定する介護給付⾦の保障⾦額※が３００万円未満の場合には、介護給付⾦を年⾦として受取ることができません。
＊保証期間付介護終⾝年⾦については、第１回年⾦受取時に年⾦受取⼈の⽅が年齢満５１歳以上の場合にのみ選択いただくことができます。
＊被共済者死亡後の遺族による介護給付⾦請求時は年⾦受取を選択いただくことはできません。
※介護給付⾦の保障⾦額はお⽀払⾦額を指します。

●⼀時⾦が必要なときは、年⾦受取⼈の請求によって年⾦受取りに代えて⼀括受取りを請求いただくことができます。（ただし、保証
期間付介護終⾝年⾦の場合、⼀括受取りの請求期間は保証期間の終了までとなります。）

●年⾦受取⼈が死亡された場合、年⾦の種類に応じてそれぞれ以下のとおり取扱います。
保証期間付介護終⾝年⾦の場合︓保証期間中に死亡された場合、残存保証期間に対応する未払年⾦現価を年⾦受取⼈
の相続⼈にお⽀払いします。（保証期間経過後に死亡された場合、お⽀払いする⾦額はありません。）
確定年⾦の場合︓残存受取期間の未払年⾦の現価を年⾦受取⼈の相続⼈にお⽀払いします。

●年⾦原資（年⾦基⾦）として設定する介護給付⾦の保障⾦額が、例えば３００万円の場合の年⾦年額は以下のとおりです。
（2025年7⽉現在）

⼥性男性年齢
約17.5万円約27.6万円６５歳
約18.0万円約28.2万円６６歳
約18.6万円約28.8万円６７歳
約19.1万円約29.4万円６８歳
約19.7万円約30.1万円６９歳
約20.4万円約30.7万円７０歳
約21.1万円約31.5万円７１歳
約21.8万円約32.3万円７２歳
約22.5万円約33.1万円７３歳
約23.4万円約34.0万円７４歳
約24.2万円約35.0万円７５歳
約25.1万円約36.0万円７６歳
約26.1万円約37.1万円７７歳
約27.1万円約38.2万円７８歳

⼥性男性年齢
約28.1万円約39.4万円７９歳
約29.2万円約40.5万円８０歳
約30.4万円約41.7万円８１歳
約31.6万円約42.9万円８２歳
約32.9万円約44.2万円８３歳
約34.3万円約45.4万円８４歳
約35.7万円約46.6万円８５歳
約37.2万円約47.8万円８６歳
約38.8万円約49.0万円８７歳
約40.4万円約50.3万円８８歳
約42.1万円約51.5万円８９歳
約43.9万円約52.6万円９０歳
約45.6万円約53.7万円９１歳

＊上記の年⾦年額は、2025年7⽉現在において、引受保険会社が更新後の保障期間に適⽤する予定の基礎率（予定利率・予定死亡率等）を基に計算
しております。実際に受取ることができる年⾦年額は、年⾦原資（年⾦基⾦）設定時の基礎率（予定利率・予定死亡率等）を基に計算されるため、経済
情勢等によっては、上記の年⾦年額と異なる（増減する）ことがあります。

＜５年保証期間付介護終⾝年⾦の場合＞
■保証期間付介護終⾝年⾦は、年⾦原資(年⾦基⾦)の設定時における被共済者の年齢・性別等により以下のとおり年⾦年額が異なります。

＜確定年⾦の場合＞
■確定年⾦は、年⾦原資(年⾦基⾦)の設定時における被共済者の年齢・性別等によって年⾦年額が異なることはありません。

＊詳細は、介護給付⾦を年⾦としてお⽀払いする際に引受保険会社から送付される「年⾦受給のしおり」をご確認ください。
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６．給付⾦をお⽀払いしない場合について
(1)介護給付⾦
●被共済者が次のいずれかによりお⽀払事由に該当した場合には、介護給付⾦をお⽀払いしません。
・契約者、被共済者の故意または重⼤な過失。
・被共済者の犯罪⾏為。
・被共済者の薬物依存。
・戦争その他の変乱※1。
※1ただし、戦争その他の変乱によって⽀払事由に該当された被共済者の数の増加が、この共済の計算基礎に及ぼす影響が少ないと引受保険会社が認めた場合

には、その程度に応じ、介護給付⾦の全額をお⽀払いし、または給付⾦を削減してお⽀払いします。
●加⼊（増額）⽇前の傷害または疾病を原因とした場合は介護給付⾦をお⽀払いすることができません。
ただし、⽀払規定は、介護給付⾦請求時ではなく加⼊（増額）⽇時点の規定が適⽤となりますのでご注意ください。

告知義務違反による解除の場合
ご加⼊（増額）のお申込みの際に契約者、被共済者または代理⼈※3が、故意または重⼤な過失によって告知事項について事実を告げず
または事実でないことを告げ、契約の全部またはその被共済者のご加⼊（増額）部分が解除されたとき。ただし、お⽀払事由の発⽣が解除
の原因となった事実によらないことが証明された場合には、給付⾦をお⽀払いします。

詐欺による取消の場合
契約者、被共済者または代理⼈※3の詐欺により、この契約の締結・被共済者の加⼊等が⾏われたために、この契約の全部またはその被共
済者に対する部分が取消となることがあります。この場合、すでに払込まれた掛⾦は払戻しません。

不法取得⽬的による無効の場合
契約者、被共済者または代理⼈※3が給付⾦を不法に取得する⽬的もしくは他⼈に給付⾦を不法に取得させる⽬的をもってこの契約の締
結・被共済者の加⼊等を⾏った場合には、この契約の全部またはその被共済者に対する部分を無効とし、すでに払込まれた掛⾦は払戻しま
せん。

契約が失効した場合
契約者から保険料の払込みがなく、この契約が効⼒を失ったとき。

重⼤事由による解除の場合
次のような事由に該当した場合には、この契約の全部またはその被共済者に対する部分を解除することがあります。
①契約者、被共済者、代理⼈※3（死亡給付⾦の場合は被共済者を除きます。）または給付⾦の受取⼈が、この契約の給付⾦を詐取す
る⽬的または他⼈に詐取させる⽬的で事故招致（未遂を含みます。）をしたとき。

②この契約の給付⾦の請求に関し、給付⾦の受取⼈に詐欺⾏為（未遂を含みます。）があったとき。
③契約者、被共済者、代理⼈※3または給付⾦の受取⼈が、次の（ア）〜（オ）のいずれかに該当するとき。
（ア）暴⼒団、暴⼒団員（暴⼒団員でなくなった⽇から５年を経過しない者を含みます。）、暴⼒団準構成員、暴⼒団関係企業その

他の反社会的勢⼒（以下「反社会的勢⼒」といいます。）に該当すると認められること
（イ）反社会的勢⼒に対して資⾦等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められること
（ウ）反社会的勢⼒を不当に利⽤していると認められること
（エ）反社会的勢⼒により団体の全部もしくは⼀部の経営を⽀配され、またはその経営に反社会的勢⼒による実質的な関与を受けている

と認められること
（オ）その他反社会的勢⼒と社会的に⾮難されるべき関係を有していると認められること

④上記①②③の他、引受保険会社の契約者、被共済者、代理⼈※3または給付⾦の受取⼈に対する信頼を損ない、この契約の存続を困
難とする上記①②③の事由と同等の重⼤な事由があるとき。

※3組合員が被共済者となられる⽅を代理して告知・お申込みをされる場合の当該代理⼈のことです。

●被共済者が次のいずれかにより死亡された場合には、死亡給付⾦をお⽀払いしません。
・被共済者の⾃殺。ただし、その被共済者がそのご加⼊（増額）⽇から起算して１年を超えて継続して被共済者であった場合には、
死亡給付⾦をお⽀払いします。
・契約者の故意。
・死亡給付⾦受取⼈の故意。ただし、その死亡給付⾦受取⼈が死亡給付⾦の⼀部の受取⼈である場合には、その残額をその他の
死亡給付⾦受取⼈にお⽀払いします。
・戦争その他の変乱※2。
※2ただし、戦争その他の変乱によって⽀払事由に該当された被共済者の数の増加が、この共済の計算基礎に及ぼす影響が少ないと引受保険会社が認めた場合
には、その程度に応じ、死亡給付⾦の全額をお⽀払いし、または給付⾦を削減してお⽀払いします。

●次の場合には、給付⾦をお⽀払いせず、ご加⼊も継続できません。

(2)死亡給付⾦

(3)すべての給付⾦
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●お⽀払事由が発⽣する事象、給付⾦をお⽀払いする場合またはお⽀払いしない場合等については、当しおりに記載しておりま
すので、ご確認ください。なお、給付⾦のご請求は、所属組合・ＵＡゼンセン経由で⾏っていただく必要があります。
ご請求に応じて、給付⾦をお⽀払いする必要がありますので、給付⾦のお⽀払事由が⽣じた場合だけでなく、給付⾦のお⽀払
いの可能性があると思われる場合や、お⽀払いに関してご不明な点が⽣じた場合等についても、速やかに所属組合のご相談窓
⼝にご連絡ください。

●この共済は、死亡給付⾦の⽀払額よりも介護給付⾦の⽀払額の⽅が⼤きくなるため、死亡給付⾦のご請求にあたっては、介
護給付⾦のお⽀払事由に該当していないか⼗分にご確認のうえ、ご請求ください。

●給付⾦のお⽀払事由が⽣じた場合、ご加⼊の契約内容によっては、他の給付⾦等のお⽀払事由に該当することがありますの
で、⼗分にご確認ください。

【給付⾦のお⽀払いに関する留意事項】
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７．受取⼈について
(１)介護給付⾦受取⼈の範囲

受取⼈（＝被共済者）被共済者
組合員本⼈組合員

配偶者本⼈配偶者

組合員の親本⼈組合員の親

配偶者の親本⼈配偶者の親

受取⼈被共済者
原則、組合員の遺族のうち＜労働基準法施⾏規則第４２条〜第４５条に規定する順位＞※組合員

組合員配偶者

組合員組合員の親

配偶者配偶者の親

＊介護給付⾦の受取⼈は、被共済者⾃⾝です。

※組合員の死亡給付⾦受取⼈は、 配偶者・こども・孫・⽗⺟・祖⽗⺟・兄弟姉妹より個別指定いただくこともできます。この場合、「死亡給付⾦受取⼈指定
書」の提出が必要です。また、すでに加⼊されている⽅が死亡給付⾦受取⼈を変更される場合は、「死亡給付⾦受取⼈指定書」の提出が必要です。死亡
給付⾦受取⼈指定の効⼒発⽣⽇は、新規加⼊（追加加⼊）の加⼊⽇（効⼒発⽣⽇）と同じ⽇、死亡給付⾦受取⼈変更の効⼒発⽣⽇は、契約者
（UAゼンセン福祉共済互助会）が引受保険会社に「死亡給付⾦受取⼈指定書」を郵送した場合は封筒の消印⽇、⼿交した場合は⼿交⽇です。
死亡給付⾦受取⼈個別指定・変更の詳細は、「死亡給付⾦受取⼈を個別指定・変更する場合」（４０ページ）をご確認ください。
＊「組合員の遺族のうち＜労働基準法施⾏規則第42条〜第45条に規定する順位＞」となる場合の組合員の死亡給付⾦の受取⼈は、(1)から(5)の順位
になります。なお、(2)から(5)の中では、記載の順序になります。

(２)死亡給付⾦受取⼈の範囲
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組合員の配偶者(1)

組合員の死亡当時その収⼊によって⽣計を維持していた、⼜は組合員の死亡当時⽣計を⼀にしていた組合員の⼦、⽗⺟、孫、祖⽗⺟(2)

(2)以外の組合員の⼦、⽗⺟、孫、祖⽗⺟(3)

組合員の死亡当時その収⼊によって⽣計を維持していた、⼜は組合員の死亡当時⽣計を⼀にしていた組合員の兄弟姉妹(4)

(4)以外の組合員の兄弟姉妹(5)



８．指定代理請求⼈について
●被共済者があらかじめ指定代理請求⼈を指定いただくことにより、介護給付⾦の受取⼈（被共済者）が介護状態等になり
介護給付⾦の請求の意思表⽰ができなくなった場合でも、指定代理請求⼈によるご請求が可能となります。

指定代理請求⼈被共済者
組合員の指定代理請求⼈は個別指定することができます。
個別指定する場合
次の要件のいずれかを満たす⽅のうち1名だけ指定してください。
・組合員と次の関係にある⽅
（ア）⼾籍上の配偶者 （イ）直系⾎族 （ウ）兄弟姉妹
（エ）同居または⽣計を⼀にしている組合員の３親等内の親族
・上記のほか、組合員と次の関係にある⽅で引受保険会社が認めた⽅
（オ）同居または⽣計を⼀にしている⽅ （カ）財産管理を⾏っている⽅ （キ）死亡給付⾦受取⼈
（ク）（オ）〜（キ）と同等の関係にある⽅
＊給付⾦のご請求時において、この範囲内の成⼈年齢(満18歳以上)であることを要します※１。

個別指定しない場合
組合員の家族※２のうち＜労働基準法施⾏規則第４２条〜第４５条に規定する順位＞が組合員の
指定代理請求⼈になります。（同順位の⽅が複数名いる場合は、同順位の⽅のうち、年⻑者の⽅）
＊給付⾦のご請求時において、この範囲内の成⼈年齢(満18歳以上)であることを要します※１。

組合員

組合員配偶者

組合員組合員の親

配偶者配偶者の親

指定代理請求⼈の範囲

（注）指定代理請求⼈について、同順位の者が複数いる場合には、同順位の⽅のうち年⻑者の⽅になります。
＊被共済者は、上記指定代理請求⼈の範囲内で、指定代理請求⼈を変更いただくことができます。この場合、「指定代理請求⼈指定書」を提出してください。
指定代理請求⼈変更の詳細は、「指定代理請求⼈を変更する場合」（４０ページ）をご確認ください。

＊指定代理請求⼈指定の効⼒発⽣⽇は、新規加⼊（追加加⼊）の加⼊⽇（効⼒発⽣⽇）と同じ⽇、指定代理請求⼈変更の効⼒発⽣⽇は、「指定代
理請求⼈指定書」をＵＡゼンセン共済事業局が受付けた⽇です。

＊被共済者は、お⽀払事由および代理請求できる旨を指定代理請求⼈に伝えてください。
＊指定代理請求⼈は、介護給付⾦、年⾦払特約の年⾦とも同⼀のご指定となります。
＊指定代理請求⼈として給付⾦をご請求できない場合があります。故意に給付⾦の⽀払事由を⽣じさせた⽅、または故意に給付⾦の受取⼈を請求できない
状態にした⽅は、指定代理請求⼈として給付⾦をご請求できません。

＊給付⾦を指定代理請求⼈にお⽀払いした場合、その後、重複してその給付⾦を請求いただいてもお⽀払いできません。
※１指定代理請求⼈が未成年でやむを得ずご請求を希望される際は、所属組合・ＵＡゼンセン経由で引受保険会社までご相談ください。
※２組合員が亡くなったとした場合の遺族にあたる⽅を指しています。
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＊「組合員の家族※２のうち＜労働基準法施⾏規則第42条〜第45条に規定する順位＞」となる場合の組合員の指定代理請求⼈は、(1)から(5)の順位
になります。なお、(2)から(5)の中では、記載の順序になります。

組合員の配偶者(1)

組合員の死亡当時その収⼊によって⽣計を維持していた、⼜は組合員の死亡当時⽣計を⼀にしていた組合員の⼦、⽗⺟、孫、祖⽗⺟(2)

(2)以外の組合員の⼦、⽗⺟、孫、祖⽗⺟(3)

組合員の死亡当時その収⼊によって⽣計を維持していた、⼜は組合員の死亡当時⽣計を⼀にしていた組合員の兄弟姉妹(4)

(4)以外の組合員の兄弟姉妹(5)



■「個⼈型」で組合員の指定代理請求⼈を個別指定している場合
「個⼈型」で個別指定された指定代理請求⼈と同じ⽅が「団体型」の指定代理請求⼈となります。

【「団体型」に加⼊されている場合の取扱い】
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「個⼈型」に加⼊した場合の「団体型」の指定代理請求⼈

「団体型」の指定代理請求⼈
効⼒発⽣⽇から「個⼈型」で個別指定した指定代理請求⼈となります。「団体型」と「個⼈型」の効⼒発⽣⽇が同⽇の場合

「個⼈型」の効⼒発⽣⽇から「個⼈型」で指定した指定代理請求⼈となります。「団体型」へ加⼊後、「個⼈型」に加⼊した場合

「団体型」の効⼒発⽣⽇から「個⼈型」で指定した指定代理請求⼈となります。「個⼈型」へ加⼊後、「団体型」に加⼊した場合

「団体型」の指定代理請求⼈が変更となるタイミング

■「個⼈型」で組合員の指定代理請求⼈を「組合員の家族※１のうち＜労働基準法施⾏規則第４２条〜第４５条に規定
する順位＞」としている場合
「団体型」の指定代理請求⼈・「個⼈型」の指定代理請求⼈とも、「組合員の家族※１のうち＜労働基準法施⾏規則第４２
条〜第４５条に規定する順位＞」となります。※２

■「個⼈型」で組合員の指定代理請求⼈を個別指定していた場合

「個⼈型」を脱退した場合の「団体型」の指定代理請求⼈

「団体型」の指定代理請求⼈
「脱退届」のＵＡゼンセン共済事業局受付⽇より、「団体型」の指定代理請求⼈
が「「個⼈型」で個別指定していた⽅」から「組合員の家族※１のうち＜労働基準
法施⾏規則第４２条〜第４５条に規定する順位＞」に変更されます。※２
（なお、「個⼈型」の指定代理請求⼈も「脱退届」のＵＡゼンセン共済事業局受
付⽇から脱退⽇までの間、「組合員の家族※１のうち＜労働基準法施⾏規則第
４２条〜第４５条に規定する順位＞」に変更されます。※２）

「脱退届」を提出いただいたとき

指定の変更がなければ「「個⼈型」で個別指定していた⽅」が引続き「団体型」の
指定代理請求⼈となります。

「脱退届」を提出いただいていないとき
（⾃動脱退）

■「個⼈型」で組合員の指定代理請求⼈を「組合員の家族※１のうち＜労働基準法施⾏規則第４２条〜第４５条に規定
する順位＞」としていた場合
「団体型」の指定代理請求⼈は引続き「組合員の家族※１のうち＜労働基準法施⾏規則第４２条〜第４５条に規定する
順位＞」となります。※２

「個⼈型」から脱退されて「団体型」のみの加⼊となった場合の「団体型」の指定代理請求⼈は、次のとおりとなります。

※１組合員が亡くなったとした場合の遺族にあたる⽅を指しています。
※２同順位の⽅が複数名いる場合は、同順位の⽅のうち、年⻑者の⽅。



９．掛⾦について
(１)掛⾦の構成
●組合員がＵＡゼンセンに⽀払う掛⾦は、引受保険会社に払込む予定の「保険料相当分」と、共済制度運営のために活⽤する
「制度運営費」により構成されます。
【掛 ⾦】 【保険料】

組合員から
ＵＡゼンセンに払込み

ＵＡゼンセンが
引受保険会社に払込み

保険料
相当分

制度運営費①

保
険
料

掛
⾦

・介護給付⾦の保障⾦額100万円あたり30円制度運営費①

・掛⾦－制度運営費①（保険料相当分）が保険料より
⼤きい場合にその差額を制度運営費として活⽤させてい
ただきます。
＊詳細は、「保険料の変動」（１７ページ）をご確認ください。

制度運営費②

＜制度運営費＞

●「掛⾦」(組合員がＵＡゼンセンにお⽀払いいただく⾦額)は毎年変動することを避けるため、「個⼈型」パンフレット６ページ記載の
⾦額で当⾯の間、固定します。⼀⽅、「保険料」(ＵＡゼンセンが引受保険会社に⽀払う⾦額)は、毎年3⽉1⽇(更新⽇)時点の
年齢構成等に基づいて計算し直すことから、毎年変動することがあります。

●介護共済の場合、給付⾦の⽀払事由に該当する可能性が⾼い「⾼齢層」の加⼊が進んで年齢構成が⾼齢化すると、その分、
「保険料」が⾼くなります。この結果、「掛⾦(保険料相当分)」の額が「保険料」の額を下回る可能性がありますが、下回った分を組
合員が追加でお⽀払いいただくことはありません。

●逆に、介護給付⾦の⽀払事由に該当する可能性が低い「若齢層」の加⼊が進んで年齢構成が若齢化すると、「保険料」が低くな
ります。この結果、「掛⾦(保険料相当分)」の額が「保険料」の額を上回る可能性がありますが、上回った⾦額は「制度運営費」と
して、ＵＡゼンセンで活⽤させていただきます。

＊「個⼈型」パンフレット６ページ記載の⽉額掛⾦と⽉額保険料の乖離が⼤きくなった場合は、⽉額掛⾦を⾒直す場合があります。

保険料相当分の額が保険料額を下回っても、
追加で掛⾦をお⽀払いいただくことはありません。

【掛 ⾦】 【保険料】

保険料
相当分

制度運営費①

保
険
料

掛
⾦

保険料相当分の額 ＜ 保険料額の場合

保
険
料
控
除
�
�
�※

保険料相当分の額が保険料額を上回った場合、上回った
⾦額を制度運営費②として、活⽤させていただきます。

【掛 ⾦】 【保険料】

保険料
相当分

制度運営費①

保
険
料

掛
⾦

保険料相当分の額 ＞ 保険料額の場合

保
険
料
控
除
�
�
�※

変動 変動

制度運営費②

＊上記の他に配当⾦を制度運営費として活⽤させていただきます。
配当⾦の詳細は、「配当⾦について」（１８ページ）をご確認ください。

※配当⾦⾦額を控除した⾦額になります。

(２)保険料の変動
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●介護共済の掛⾦（保険料）は、親世代・現役世代の世代
間扶助⽅式を採⽤することによって、介護保障が特に必要な
親世代の掛⾦（保険料）を低く抑えています。

(３)世代間扶助⽅式

●制度運営費・配当⾦⾦額は介護医療保険料控除の対象外です。
●掛⾦から制度運営費を差引いた保険料は、後⽇お渡しいたします加⼊者証にてご確認ください。︕

ご注意



＊税務の取扱い等について、2025年6⽉現在の税制・関係法令等に基づき記載しております。
＊今後、税務の取扱い等が変わる場合がありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
＊個別の税務取扱い等については、所轄の国税局・税務署や税理⼠等にご確認ください。

被共済者が
組合員
の場合

被共済者が
配偶者・組合員の親

の場合

被共済者が
配偶者の親
の場合

１１．税務上のお取扱いについて
(１)掛⾦
＜介護医療保険料控除＞
●掛⾦は、所得税・住⺠税における介護医療保険料控除の対象です。ただし、掛⾦のうち制度運営費・配当⾦⾦額については、
介護医療保険料控除の対象外です。

＊介護医療保険料控除の対象となる⾦額については、年末調整・確定申告時に控除証明書にて必ずご確認ください。
＊控除証明書の「配当⾦」欄には、制度運営費として活⽤するためにＵＡゼンセン宛に拠出いただいた配当⾦額が印字されます。配当⾦の詳細は、
「配当⾦について」（１８ページ）をご確認ください。

＊当介護共済以外に介護医療保険料控除の対象となる保険等にご加⼊の場合、控除額は控除の対象となる保険等の保険料をそれぞれ合計した保険料に
基づき計算されます。当介護共済のみの掛⾦に基づき計算されるわけではありません。

(２)介護給付⾦
●被共済者が受取⼈の場合、⾮課税です。（年⾦を選択された場合も同様です。）
＊介護給付⾦の請求後、介護給付⾦の⽀給を受ける前に被共済者が死亡された場合は、相続⼈に⼀時⾦として介護給付⾦をお⽀払いします。この場合、相
続財産として相続税の課税対象となります。

＊介護給付⾦を保証期間付介護終⾝年⾦として受取中、年⾦受取⼈が保証期間中に死亡された場合、残存保証期間に対応する未払年⾦現価を年⾦受
取⼈の相続⼈に⼀時⾦としてお⽀払いします。この場合、相続財産として相続税の課税対象となります。

＊介護給付⾦を確定年⾦として受取中、年⾦受取⼈が死亡された場合、残存受取期間の未払年⾦の現価を年⾦受取⼈の相続⼈に⼀時⾦としてお⽀払い
します。この場合、相続財産として相続税の課税対象となります。

(３)死亡給付⾦
●相続税の課税対象となりますが、法定相続⼈が受取⼈の場合、組合員死亡時の給付⾦（法定相続
⼈が受取った他の⽣命保険等の受取⾦がある場合には、これと合算した⾦額）に対して相続税法上
⼀定の⾦額が⾮課税となります。

＊相続税の⾮課税枠︓500万円×法定相続⼈数

●組合員が受取⼈となり、死亡給付⾦は⼀時所得として所得税および住⺠税の課税対象となりますが、
受取った給付⾦の額（組合員が受取った他の⽣命保険等の受取⾦がある場合には、これと合算した
⾦額）から、⽀払った更新⽇以降の掛⾦の額を差引いた額が50万円を超えない場合は⾮課税となり
ます。

＊所得税・住⺠税の課税対象︓(給付⾦＋配当⾦-更新⽇以降の実払込掛⾦(制度運営費を控除
した⾦額)-50万円※)×1/2
※同年中にその他の⼀時所得がある場合は、⼀時所得の合計額から特別控除額（50万円）が控除されます。

●配偶者が受取⼈となり、死亡給付⾦は贈与税の課税対象となりますが、受取った給付⾦の額（同年
中に配偶者が受取った他の⽣命保険等の受取⾦(贈与を受けた財産)がある場合には、これと合算し
た⾦額）が110万円を超えない場合は⾮課税となります。

＊贈与税の課税対象︓給付⾦＋配当⾦-110万円
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１０．配当⾦について
●１年ごとに収⽀計算を⾏い、剰余⾦が⽣じた場合は配当⾦が発⽣しますが、この共済制度では配当⾦を制度運営費として
活⽤するため、ＵＡゼンセン宛に拠出いただく取扱いになっております。

●なお、介護医療保険料控除の対象となる⾦額は、掛⾦額から制度運営費・配当⾦⾦額（１７ページ）を控除した⾦額に
なります。

＊被共済者ごとの配当⾦額は保険料額に応じて按分します。
＊保障期間の途中で脱退した⽅は、当該保障期間に係る配当⾦の対象となりません。ただし、2⽉末まで組合員が加⼊していた場合、保障期間の途中で脱退
した家族も配当⾦の対象となります。（「団体型」に加⼊している組合員の配偶者、親のいずれかが「個⼈型」に2⽉末まで加⼊していた場合、保障期間の途
中で脱退した家族も配当⾦の対象となります。）

＊介護医療保険料控除の詳細は、「税務上のお取扱いについて」（１８ページ）をご確認ください。



Ⅱ.Q&A
(１)加⼊に関するQ&A

Q１ 加⼊の対象となる資格について説明してください。

Q２ 組合員以外の家族のみ加⼊することはできますか︖

Ａ１●「加⼊資格」は次のとおりです。
（１）対象者
・組合員・配偶者・それぞれの親の最⼤６⼈を保障します。
・同居・別居に関係なく、ご家族の状況に応じて、加⼊いただく⽅をお選びいただくことができます。
＊組合員の親・配偶者の親としてそれぞれ最⼤２名まで加⼊いただくことができます。
＊詳細は、「加⼊できる⼈・加⼊条件・保障⾦額」（２〜３ページ）をご確認ください。

（２）加⼊年齢
・組合員は満６９歳まで、また配偶者・親も満８５歳まで新規に加⼊・増額いただくことができます。平均寿命、健康
寿命よりも⻑い満９０歳まで継続して加⼊いただくことができます。

加⼊できる⼈（年齢は加⼊⽇（効⼒発⽣⽇）現在の年齢）
満15歳以上満69歳以下
（満90歳まで継続可）組合員

満18歳以上満85歳以下
（満90歳まで継続可）親・配偶者

＊詳細は、「加⼊できる⼈・加⼊条件・保障⾦額」（２〜３ページ）をご確認ください。

（３）健康状態
・この共済への新たなご加⼊もしくは保障⾦額の増額のお申込みをお引受けできるのは、「申込書兼告知書」表紙に記
載の「質問事項」に対する答えが全て「該当しない」となる⽅です。質問事項１〜6に対する答えが⼀つでも「該当す
る」となる⽅は新規加⼊（追加加⼊）・保障⾦額を増額することはできません。

〔ご注意〕傷病歴があった場合の取り扱い
・傷病歴があった場合でも、全てのご加⼊のお申込みをお断りするものではなく、「申込書兼告知書」表紙に記載の被共
済者に関する健康状態の質問事項の回答が「該当しない」となる場合は加⼊いただくことができます。ただし、加⼊（増
額）⽇前の傷害または疾病を原因とした場合は、介護給付⾦をお⽀払いすることができません。
＊詳細は、「健康状態の告知」（３〜４ページ）を、ご加⼊前の傷病を原因とする給付については、「主な保障内容について」（７〜１１ペー
ジ）ご確認ください。

Ａ２●配偶者や組合員の親のご加⼊には組合員本⼈が、また、配偶者の親のご加⼊には組合員本⼈＋配偶者のご加⼊が
必要です。

●ただし、「団体型」に組合員が加⼊されている場合、配偶者や親だけを加⼊させることが可能です。

Q３ 組合員本⼈だけが加⼊した後で、家族の追加加⼊はできますか︖

Ａ３●できます。
●家族の追加加⼊も、通常の加⼊⼿続のスケジュールと同じで、「申込書兼告知書」を提出してください。

＊配偶者、親の加⼊には、組合員の加⼊が必要（配偶者の親の場合は、配偶者の加⼊も必要）ですが、組合員（配偶者）が介護共済に加⼊で
きない健康状態の場合には、配偶者、親のみの加⼊も認めます。健康上の理由で加⼊できない場合には、健康上の理由で加⼊できないことの詳細
や、将来、加⼊できる状態になった場合には加⼊する旨を記載した「確約書」を提出いただくことが必要です。

Q４ 親を加⼊させたいのですが、⾼齢でも加⼊することはできますか︖

Ａ４●組合員の親、配偶者の親も満８５歳まで新規に加⼊・増額いただくことができ、最⻑満９０歳まで継続して加⼊いただ
くことができます。
＊詳細は、「加⼊できる⼈・加⼊条件・保障⾦額」（２〜３ページ）をご確認ください。
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Q５ 親が遠隔地に住んでいるのですが、親が加⼊するときに親本⼈が申込書に記⼊しないといけないので
しょうか︖

Ａ５●親に代わって、組合員が申込み・告知（代理申込み・告知）いただくことができます。
＊代理申込み・告知を⾏う場合、被共済者となる親にパンフレット記載内容を説明し、保障内容が親の意向に合致していることを確認するとともに、
介護共済の被共済者となることの同意を取得し、代理して申込み・告知することの了承を得たうえで、健康状態等の質問事項を説明いただき、代
理申込み・告知してください。
詳細は、「健康状態の告知」（３〜４ページ）をご確認ください。

Q６ 保障⾦額の増額・減額は毎⽉可能なのでしょうか︖それとも、年１回など決まっているのでしょうか︖

Ａ６●保障⾦額の増額・減額は、毎⽉可能です。
●保障⾦額増額・減額の申込みの締切りは、原則毎⽉２０⽇（２０⽇が⼟・⽇・祝⽇の場合は前業務⽇）※ＵＡゼン
セン共済事業局必着となります。締切⽇までにＵＡゼンセン共済事業局に申込書兼告知書が到着した場合、翌々⽉
１⽇から保障⾦額が増額・減額されます。
※⼀部異なる⽇程もあるため、詳細は「個⼈型」パンフレット裏⾯をご確認ください。

Q７ ⾃分の介護に⼿厚く備えたい場合、「個⼈型」５００万円・「団体型」２００万円とそれぞれ最⼤の
保障を受けることは可能でしょうか︖

Ａ７●「個⼈型」・「団体型」を合算して最⼤７００万円までの保障が可能です。

個⼈型 １００万円〜５００万円

団体型 ５０万円〜２００万円
最⼤７００万円まで可能
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Q９ 組合員本⼈が外国⼈は加⼊できますか︖

Ａ９●企業の国際化がすすむ中で、介護共済としての考え⽅は以下のとおりです。詳細についてはＵＡゼンセン共済事業局にお
問い合わせください。
【外国⼈の⽅の引受条件】
・パンフレット・しおり等の内容、告知義務違反等の内容を理解できる⽇本語能⼒を有すること
・加⼊⼿続き、給付⾦請求⼿続きが⽇本国内で⾏えること
・掛⾦引落⼝座、給付⾦振込⼝座が⽇本にあり、⽇本通貨で⾏うことが可能であること
・不法⼊国者、不法滞在者、資格外労働者は不可

＊本⼈が会社を退職し、本国へ帰国すれば、基本的に上記の要件を満たすことは不可能になるため、「ＵＡゼンセン福祉共済会」として更新はできません。
＊介護給付⾦の請求については、⽇本国内の医師が証明した所定の「介護保障⽤診断書」をご提出いただく必要があります。

Q８ 事実婚の内縁の配偶者は加⼊できますか︖

Ａ８●事実婚の内縁の配偶者は「組合員本⼈と同⼀⽣計かつ事実上婚姻関係と同様の事情があること」が要件となります。こ
の要件を満たしているかどうかを確認するため、以下の書類をご提出ください。具体的な⼿続きの詳細については、所属組
合にご照会ください。
①内縁の配偶者と認めるための申請書（本⼈記⼊）
②「公正証書」（事実婚についての合意契約である旨を確認）
③「⼾籍謄本」（⺠法上、独⾝であることの記載があるもの）
④「住⺠票」（同居の事実を⽰す記載があるもの）



Q１ 告知に関する注意点はありますか︖

Ａ１ ●健康状態等について、被共済者ご本⼈がありのままを告知してください（告知義務）。
●共済は、多数の⼈々が掛⾦を出しあって、相互に保障し合う制度です。したがって、初めから健康状態のよくない⽅等が

無条件にご加⼊されますと、掛⾦負担の公平性が保たれません。
●告知義務に違反された場合は、ご加⼊・増額等のお申込内容を解除させていただき、給付⾦をお⽀払いできないことが

あります。また、「告知義務違反」としてお申込内容を解除させていただく場合以外にも、給付⾦をお⽀払いできないことが
あります。たとえば、「告知義務違反」の内容が特に重⼤な場合、詐欺による取消を理由として、給付⾦をお⽀払いできな
いことがありますので、必ずご確認ください。とくに申込時点で既往症や持病がある⽅などは、質問事項に該当していないか
⼗分にご確認のうえお申込みください。
＊詳細は、「健康状態の告知」（３〜４ページ）をご確認ください。

Q２ 傷病歴があった場合、加⼊することはできないのでしょうか︖

Ａ２ ●傷病歴があった場合でも、全てのご加⼊のお申込みをお断りするものではなく、「申込書兼告知書」表紙に記載の被共済
者に関する健康状態の質問事項の回答が「該当しない」となる場合は加⼊いただくことができます。ただし、加⼊（増
額）⽇前の傷害または疾病を原因とした場合は、介護給付⾦をお⽀払いすることができません。
＊詳細は、「健康状態の告知」（３〜４ページ）、「主な保障内容について」（７〜１１ページ）をご確認ください。

Q３ ＜健康状態の質問事項＞質問２で「現在、公的介護保険制度の認定を受けている」とありますが、
要介護２以上の認定でなければ「該当しない」として加⼊できますか︖

Ａ３ ●要⽀援１・２、要介護１も含みます。公的介護保険制度から認定を受けていれば、認定の度合いにかかわらず、加⼊
いただけません。
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Q10 養⽗⺟は加⼊することはできないのでしょうか︖

Ａ10●普通養⼦縁組の場合、実⽗⺟との親族関係が終了していないため、実⽗⺟・養⽗⺟とも加⼊することができます。
（ただし、組合員の親・配偶者の親としてそれぞれ最⼤２名まで。）
なお、特別養⼦縁組の場合、実⽗⺟との親族関係がなくなるため、養⽗⺟のみ加⼊することができます。

(２)告知に関するQ&A

Q４ ＜健康状態の質問事項＞質問３で「現在、医療機関に⼊院中もしくは医師の指⽰による在宅療
養中である。または医師により⼊院・⼿術をすすめられている」とありますが、病気やけがの種類を問わ
ず、記載の状況であれば「該当する」として、加⼊不可となるのでしょうか︖

Ａ４ ●病気やけがの種類を問わず、記載の状況に該当していれば加⼊いただくことはできません。
●その後、症状が回復して記載の状況に該当しなくなり、他の質問事項にも該当していなければ、加⼊いただくことができま

す。
●なお、加⼊（増額）⽇前の病気やけがを原因とした場合は、介護給付⾦をお⽀払いすることができません。

Q５筋委縮性側索硬化症といった難病の指定や、がんの告知などを受けていても加⼊できるのでしょうか︖

Ａ５ ●申込⽇から過去５年以内に＜健康状態の質問事項＞質問６に列挙されている１６の疾病により、医師の治療・投薬
を受けたことがある場合には、ご加⼊いただくことができません。筋委縮性側索硬化症やがんは１６の疾病に含まれますの
で、申込⽇から過去５年以内に医師の治療・投薬を受けたことがある場合には、ご加⼊いただくことができません。また、
質問６に列挙されている１６の疾病に当てはまらない場合であっても、他⼈の介護や付き添いを受けたり、在宅療養をし
ている場合は、質問１や質問３に該当しますので、ご加⼊いただくことができません。告知義務に違反された場合は、ご
加⼊・増額等のお申込み内容を解除させていただき、給付⾦をお⽀払いできないことがありますので、⼗分にご確認のうえ
お申込みください。



(３)加⼊後の変更・脱退に関するQ&A

Q１ 保障⾦額を変更（増額・減額）した場合はどういう⼿続きが必要ですか︖

Ａ１(１)保障⾦額を増額する場合
・「申込書兼告知書」を所属組合経由でＵＡゼンセン共済事業局にご提出ください。なお、申込欄は変更を希望する加
⼊者のみ記⼊してください。
・保障⾦額の増額の場合、健康状態の告知が必要です。
(２)保障⾦額を減額する場合
・「申込書兼告知書」を所属組合経由でＵＡゼンセン共済事業局にご提出ください。なお、申込欄は変更を希望する加
⼊者のみ記⼊してください。
・保障⾦額の減額の場合、健康状態の告知は不要です。
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Q３ 組合員が死亡した場合でも、家族加⼊分は継続して加⼊できますか︖

Ａ３●組合員が死亡しても、組合員死亡時に配偶者が「個⼈型」に加⼊しており、配偶者が希望される場合は、配偶者が「Ｕ
Ａゼンセン福祉共済会」に加⼊することで、すでに加⼊している親を含めて保障を継続することができます。

●組合員が「ＵＡゼンセン福祉共済会」に移⾏後、組合員が死亡しても、組合員死亡時に配偶者が「個⼈型」に加⼊し
ており、配偶者が希望される場合は、配偶者が「ＵＡゼンセン福祉共済会」に加⼊することで、親を含めて保障を継続す
ることができます。

Q２ 退職しても継続して加⼊できますか︖またそのときの⼿続きは︖

Ａ２●「ＵＡゼンセン福祉共済会」に加⼊することで、退職後も配偶者や親を含めて、保障を継続いただくことができます。（組
合が認めた場合）

●「加⼊者内容変更通知書・⼝座変更通知書」を所属組合経由で提出してください。
●後⽇個⼈宛に送付される「ＵＡゼンセン福祉共済会⼊会申込書」を提出し（別途、年会費1,800円が3⽉12⽇に共
済掛⾦引落⼝座から引き落とされます）、「ＵＡゼンセン福祉共済会」会員資格を得れば継続できます。

＊組合員が「団体型」にも加⼊していた場合は、退職に伴い「団体型」から脱退となるため、配偶者や親はその時点で「加⼊資格と保障⾦額」（２〜３
ページ）記載の加⼊条件・保障⾦額の要件を不要とする取扱いがなくなります。そのため、加⼊条件・保障⾦額の要件を満たしていない場合は、満た
すようにする必要があります。

＊詳細は、「退職後の継続加⼊等」（４４ページ）をご確認ください。

(４)給付⾦に関するQ&A

Q１ 給付⾦はどのような場合に⽀払われますか︖

Ａ１●公的介護保険制度に定める要介護２以上に認定された場合に、「介護給付⾦」をお⽀払いします。
●また、所定の要介護状態も保障しているため、公的介護保険制度の対象外となる３９歳以下の⽅も保障対象となって
おり、更に、公的介護保険制度では４０歳〜６４歳の⽅は「加齢に伴う１６種類の特定の疾病」の場合のみ認定対
象ですが、介護共済は「加齢に伴う１６種類の特定の疾病」以外の病気やケガも給付対象です。

●お亡くなりになった場合には、「死亡給付⾦」をお⽀払いします。

保
障
内
容

公的介護保険制度に定める
要介護２以上に認定

所定の要介護状態が
180⽇以上継続

死亡されたとき

介護給付⾦

死亡給付⾦
介護給付⾦の１０％

次のいずれかに該当したとき

１

２
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Q３ 亡くなる前に介護給付⾦の⽀給要件に該当していても、亡くなった後では死亡給付⾦しか請求できな
いのでしょうか︖

Ａ３●死亡給付⾦の請求を受けても、介護給付⾦が⽀払われるときは、死亡給付⾦ではなく、⽀払額が⼤きくなる介護給付
⾦をお⽀払いします。

●給付⾦を請求される際には、亡くなる前に介護給付⾦の⽀払事由に該当していないか等をご確認いただき、介護給付
⾦の⽀払事由に該当している可能性がある場合は、介護給付⾦をご請求ください。

Q２ ２０⽇までに申込書兼告知書を提出すれば、翌々⽉１⽇に保障開始になるとのことですが、翌々⽉
１⽇までの間に⽀払事由に該当した場合、給付⾦は⽀払われますか︖

Ａ２●翌々⽉１⽇に保障開始になりますので、翌々⽉１⽇以降に⽀払事由に該当した場合に、給付⾦の⽀払対象となりま
す。

●このため、ご質問の場合は、給付⾦をお⽀払いすることができません。

Q４ 公的介護保険制度の認定申請をしていましたが、認定を受ける前に死亡しました。この場合、介護
給付⾦・死亡給付⾦のどちらが⽀払われるのでしょうか︖

Ａ４●公的介護保険制度に定める要介護２以上に認定されていなくても、所定の要介護状態が180⽇以上継続していた場
合は、介護給付⾦をお⽀払いいたします。

お⽀払いする給付⾦事例

介護給付⾦

公的介護保険制度の認定申請をしていたが、認定を受ける前に死亡していたことが判明。
ただし、死亡前に所定の要介護状態が１８０⽇以上継続。

死亡給付⾦

公的介護保険制度の認定申請をしていたが、認定を受ける前に死亡していたことが判明。
ただし、所定の要介護状態が１５０⽇継続後に死亡。
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１５０⽇

(認定前)

(認定前)

＊⽀払不可となる事由に該当していない前提で記載しております。
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Q２ 税制上、保険料控除の対象となるメリットはあるのでしょうか︖

Ａ２●掛⾦のうち、制度運営費・配当⾦⾦額を控除した⾦額は、所得税・住⺠税における介護医療保険料控除の対象となり
ますので、実質的には掛⾦負担が軽減されることがあります。

＊詳細は、「税務上のお取扱いについて」（１８ページ）をご確認ください。

(５)掛⾦に関するQ&A

Q１ 加⼊時点の掛⾦額が加⼊後も継続するのでしょうか︖

Ａ１●満１５歳〜満６５歳まで（現役世代）は、原則掛⾦額は変わりません。
●満６６歳以降は、年齢に応じて⾼くなりますが、ＵＡゼンセンのスケールメリットを活かした制度と相互扶助のしくみにより、
親世代にもご加⼊しやすい掛⾦設定にしています。

＊加⼊されている⽅の年齢構成等により「個⼈型」パンフレット６ページ記載の掛⾦額を⾒直す可能性があります。この場合、掛⾦額が増減することが
あります。

＊詳細は、「掛⾦について」（１７ページ）をご確認ください。

(６)介護共済ヘルプデスクに関するQ&A

Q１ 介護共済ヘルプデスクは、介護給付⾦の⽀払要件（要介護２以上など）に該当しているかどうかに
かかわらず、利⽤できますか︖訪問介護相談も利⽤できますか︖

Ａ１●介護共済ヘルプデスクは、介護給付⾦の⽀払要件該当有無に関係なく、加⼊者全員にご利⽤いただくことができます。
もちろん、訪問介護相談も利⽤できますので、有効にご活⽤いただければと思います。



●死亡給付⾦請求に当たっては、下記の必要な書類⼀式を所属組合経由※でＵＡゼンセン共済事業局に提出してください。
※「ＵＡゼンセン福祉共済会」会員の場合は、直接、ＵＡゼンセン共済事業局に提出してください。
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次ページ
(注2)

次ページ
(注1)

３１〜３２
ページ

２８〜３０
ページ

○
○

受取⼈が配偶者
以外の場合に
必要

○○組合員が死亡した場合

○○○配偶者・親が死亡した場合

次の場合は、別途、提出書類が必要です。
・死亡給付⾦受取⼈が複数いる場合 ・・・３３〜３５ページ
・組合員死亡時に配偶者(＋親)が加⼊している場合 ・・・組合員死亡後も保障を継続することを希望する場合は
「申込書兼告知書」を、希望しない場合は「脱退届」を提出してください。
組合員死亡後の継続保障については４３ページをご確認ください。

＊状況に応じて、上記以外の書類をご提出いただく場合や、必要書類を省略いただける場合がございます。

Ⅲ.事故の報告と給付⾦の請求⽅法
１．給付⾦⽀払の請求に必要な書類
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(１)介護給付⾦⽀払の請求に必要な書類
●介護給付⾦請求に当たっては、まずは受取⼈様（被共済者様）より直接、ＵＡゼンセン共済事業局にお電話してください。
介護給付⾦請求に必要な書類⼀式をご案内いたします。

ＵＡゼンセン共済事業局 電話︓０１２０－２２９－０７５
受付時間／平⽇９︓３０〜１７︓１５

(２)死亡給付⾦⽀払の請求に必要な書類



（注１）受取⼈の本⼈確認書類
組合員が死亡した場合で、死亡給付⾦受取⼈が配偶者以外の場合のみ、提出が必要となります。
以下のいずれかを、「運転経歴証明書」を除きいずれも有効期間中のものをコピーのうえ、提出してください。
・運転免許証（運転経歴証明書）のコピー
・パスポート（旅券番号の記載があるページ）のコピー
・マイナンバーカード（顔写真がある⾯）のコピー

＊「運転免許証（運転経歴証明書）のコピー」のご提出にあたり、住所・⽒名変更されている場合は両⾯のコピーを提出してください。
＊「運転免許証（運転経歴証明書）」「パスポート」「マイナンバーカード」をお持ちでない場合は、「印鑑証明書（引受保険会社受付時点で発⾏後３
カ⽉以内のもの）」をご提出のうえ、請求書に印鑑証明書と同⼀印を押印いただくことでもお取扱い可能です。

（注２）ご提出が必要な⼾籍謄本等
組合員が死亡した場合
・死亡給付⾦受取⼈は原則、「労基法施⾏規則に定める者」※となりますが、死亡給付⾦受取⼈が誰になるか
によって、ご提出が必要な⼾籍謄本等が変わります。
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ご提出が必要な⼾籍謄本等死亡給付⾦受取⼈

●被共済者（組合員）の死亡時の⼾籍謄本
＊被共済者（組合員）と配偶者との続柄が確認できる⼾籍謄本

配偶者

●被共済者（組合員）の死亡時の⼾籍謄本
●被共済者（組合員）の死亡時の世帯全員の住⺠票
＊被共済者（組合員）の死亡の事実、世帯主名・続柄の記載があるもの
＊マイナンバーが記載されていないもの

⽣計同⼀の
こども・⽗⺟・孫・祖⽗⺟

●被共済者（組合員）の出⽣から死亡までの連続した期間の⼾籍謄本
＊⽒名変更・転籍・婚姻等されている場合は、死亡時点の全部事項証明とあわせて、改製原⼾籍
謄本・除籍謄本等もすべて提出してください。

●被共済者（組合員）の死亡時の世帯全員の住⺠票
＊被共済者（組合員）の死亡の事実、世帯主名・続柄の記載があるもの
＊マイナンバーが記載されていないもの

こども

●被共済者（組合員）の出⽣から死亡までの連続した期間の⼾籍謄本※1

＊⽒名変更・転籍・婚姻等されている場合は、死亡時点の全部事項証明とあわせて、改製原⼾籍
謄本・除籍謄本等もすべて提出してください。

●被共済者（組合員）の死亡時の世帯全員の住⺠票
＊被共済者（組合員）の死亡の事実、世帯主名・続柄の記載があるもの
＊マイナンバーが記載されていないもの

⽗⺟

●被共済者（組合員）の出⽣から死亡までの連続した期間の⼾籍謄本
●被共済者（組合員）のこどもの出⽣から死亡までの連続した期間の⼾籍
謄本
＊⽒名変更・転籍・婚姻等されている場合は、死亡時点の全部事項証明とあわせて、改製原⼾籍
謄本・除籍謄本等もすべて提出してください。

●被共済者（組合員）の⽗⺟の死亡の事実が確認できる⼾籍謄本
（抄本）

●被共済者（組合員）の死亡時の世帯全員の住⺠票
＊被共済者（組合員）の死亡の事実、世帯主名・続柄の記載があるもの
＊マイナンバーが記載されていないもの

孫

●被共済者（組合員）の出⽣から死亡までの連続した期間の⼾籍謄本※2

＊⽒名変更・転籍・婚姻等されている場合は、死亡時点の全部事項証明とあわせて、改製原⼾籍
謄本・除籍謄本等もすべて提出してください。

●被共済者（組合員）の⽗⺟の死亡の事実が確認できる⼾籍謄本
(抄本)

●被共済者（組合員）の死亡時の世帯全員の住⺠票
＊被共済者（組合員）の死亡の事実、世帯主名・続柄の記載があるもの
＊マイナンバーが記載されていないもの

祖⽗⺟

※死亡給付⾦受取⼈に特定の個⼈を指定している場合は、所属組合までお問合せください。
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ご提出が必要な⼾籍謄本等死亡給付⾦受取⼈

●被共済者（組合員）の出⽣から死亡までの連続した期間の⼾籍謄本※2

＊⽒名変更・転籍・婚姻等されている場合は、死亡時点の全部事項証明とあわせて、改製原⼾籍
謄本・除籍謄本等もすべて提出してください。

●被共済者（組合員）の⽗⺟の死亡の事実が確認できる⼾籍謄本(抄本)
●被共済者（組合員）の祖⽗⺟の死亡の事実が確認できる⼾籍謄本
(抄本)

●被共済者（組合員）の死亡時の世帯全員の住⺠票
＊被共済者（組合員）の死亡の事実、世帯主名・続柄の記載があるもの
＊マイナンバーが記載されていないもの

⽣計同⼀の
兄弟姉妹

●被共済者（組合員）の出⽣から死亡までの連続した期間の⼾籍謄本※2

●被共済者（組合員）の⽗⺟の出⽣から死亡までの連続した期間の⼾籍
謄本
＊⽒名変更・転籍・婚姻等されている場合は、死亡時点の全部事項証明とあわせて、改製原⼾籍
謄本・除籍謄本等もすべて提出してください。

●被共済者（組合員）の祖⽗⺟の死亡の事実が確認できる⼾籍謄本
(抄本)

●被共済者（組合員）の死亡時の世帯全員の住⺠票
＊被共済者（組合員）の死亡の事実、世帯主名・続柄の記載があるもの
＊マイナンバーが記載されていないもの

兄弟姉妹

※1「被共済者（組合員）の出⽣から死亡までの連続した期間の⼾籍謄本」で「こども」の記載がある場合には、先順位である「こども」が死亡して
いることを確認するために「被共済者（組合員）のこどもの死亡の事実が確認できる⼾籍謄本（抄本）」が必要です。

※2「被共済者（組合員）の出⽣から死亡までの連続した期間の⼾籍謄本」で「こども」の記載がある場合には、先順位である「こども」が死亡し
「孫」がいないことを確認するために「被共済者（組合員）のこどもの出⽣から死亡までの連続した期間の⼾籍謄本」が必要です。

ご提出が必要な⼾籍謄本等死亡給付⾦受取⼈

・被共済者（配偶者）の死亡時の⼾籍謄本組合員

組合員の親が死亡した場合
ご提出が必要な⼾籍謄本等死亡給付⾦受取⼈

・被共済者（組合員の親）の死亡時の⼾籍謄本
・組合員の給付⾦請求時の⼾籍謄本※

※被共済者（組合員の親）と組合員の関係が確認できるもの
組合員

婚姻等により、ご提出いただいた⼾籍では、被共済者との続柄が確認できない場合は、受取⼈ご本⼈の
現在の⼾籍謄本をあわせて提出ください。
このほか、ご提出いただいた被共済者の⼾籍謄本等だけでは、受取⼈を特定できないとき、または被共済
者と受取⼈との続柄を確認する必要がある場合は、別途、権利関係を確認できる⼾籍謄本等のご提出
が必要となります。

配偶者が死亡した場合

配偶者の親が死亡した場合
ご提出が必要な⼾籍謄本等死亡給付⾦受取⼈

・被共済者（配偶者の親）の死亡時の⼾籍謄本
・配偶者の給付⾦請求時の⼾籍謄本※

※被共済者（配偶者の親）と配偶者の関係＋配偶者と組合員の関係が
確認できるもの

配偶者

給付⾦のご請求内容等の確認のため、引受保険会社職員または引受保険会社で委託した者が、契約者・被共済
者・受取⼈・被共済者を診療した医師等に、病状や診療状況等を照会・確認させていただくことがあります。
（上記照会・確認を妨げたり応じなかったときは、引受保険会社はその間は給付⾦をお⽀払いできません。）
最終的なお⽀払の決定は、ご提出いただいた診断書等に基づき所定の⽀払事由に該当するか査定したうえでの判
断となりますので、その旨ご留意ください。



●巻末付録の⽩紙帳票を使⽤（コピーする場合は必ず両⾯印刷）のうえ、提出してください。
●受取⼈の⽅が⾃署してください。「個⼈型」と「団体型」を同時にご請求いただく場合、請求書は１枚ずつ提出してください。

受取⼈被共済者

組合員の遺族のうち、労働基準法施⾏規則第４２条〜第４５条に規定
する順位

組合員

組合員配偶者

組合員組合員の親

配偶者配偶者の親

配偶者、こども、孫、⽗⺟、祖⽗⺟、兄弟姉妹より個別指定されている
場合は、当該個別指定されている⽅

死亡給付⾦の受取⼈

＊組合員の死亡給付⾦受取⼈は、「加⼊者証」で確認することができます。

２．死亡給付⾦請求／給付⾦請求書の提出（資料１）

【「給付⾦請求書」の記⼊⽅法】
① 記⼊⽇を記⼊してください。
② 保険契約者欄は、ＵＡゼンセン共済事業局で記⼊・押印しますので、受取⼈の⽅の記⼊・押印は不要です。
③ 加⼊情報欄となります。組合⽀部コード、組合名、共済加⼊者番号、社員コード、組合員本⼈⽒名、加⼊区分（「団体

型」か「個⼈型」か）、（給付⾦請求の対象となる）被共済者⽒名、性別、⽣年⽉⽇、家族区分、介護給付⾦額、請求
内容（死亡給付⾦にチェック）を記⼊してください。

④ 受取⼈・請求⼈情報欄となります。
受取⼈が複数いる場合は、受取⼈全員の協議により代表受取⼈を選定いただき、その代表受取⼈が⾃署してください。
（別途「代表受取⼈選定に関する申出書」が必要です。詳細は、「死亡給付⾦受取⼈が複数いる場合（代表受取⼈選
定に関する申出書の提出）」（３３〜３５ページ）をご確認ください。）
受取⼈が未成年等の場合、親権者・後⾒⼈の⽅が⾃署してください。
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★巻末付録の白紙帳票を使用してください（コピーの場合、両面印刷）

受取⼈印の押印は不要です。
＊ただし、死亡給付⾦請求の際に、本⼈確認書類を提出する場合（２６ページ（注１））で、「印鑑証明書」を提
出するときは、「印鑑証明書」の印を押印してください。

＊受取⼈・請求⼈情報欄の記⼊内容を訂正される場合は、⼆重線で抹消のうえ記⼊箇所付近に訂正署名してください。
ただし、本⼈確認書類が「印鑑証明書」の場合は、訂正印（「印鑑証明書」の印）を押してください。

⑤ 受取⼈の住所・電話番号・⽒名・性別・⽣年⽉⽇を記⼊してください。
受取⼈が未成年等の場合、親権者・後⾒⼈の⽒名・性別・⽣年⽉⽇もあわせて記⼊のうえ、親権者または後⾒⼈のいずれ
かに○印をつけてください。

⑥ 被共済者の住所を記⼊してください。受取⼈の住所と同じ場合は記⼊不要です。
⑦ 給付⾦の送⾦先は、受取⼈名義の⼝座としてください。
⑧ 死亡給付⾦よりも介護給付⾦の⽅が⽀払額が⼤きくなりますので、死亡給付⾦をご請求いただく際には、死亡される前に介

護給付⾦の⽀払事由に該当していないかをご確認ください。
介護給付⾦の⽀払事由に該当している可能性がある場合は、介護給付⾦受取⼈もしくは組合員より、直接、ＵＡゼンセン
共済事業局にお電話下さい。
ＵＡゼンセン共済事業局 電話︓0120-229-075（受付時間 平⽇９︓３０〜17︓１５）



巻末付録の白紙帳票を使用してください（コピーの場合、両面印刷）資資料料１１
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令和８ 9 1

共済 太郎

千代⽥区九段南４－８－１６

キョウサイ タロウ

①

５７ 7 14

ﾁﾖﾀﾞｸｸﾀﾞﾝﾐﾅﾐ4-8-16

03 3288 3533
102 0074

中 央 市 ⾕

1 0 0 1 1 1 1

⑤

ﾁｭｳｵｳ ｲﾁｶﾞﾔ

②

③

④
⑥

⑦

記入不要
（ＵＡゼンセン共済事業局で記入）

1234500000 市ヶ⾕労働組合

0012345670 共済 花⼦
キョウサイ ﾊﾅｺ

共済 花⼦

キョウサイ ﾊﾅｺ

5８ 8 6

100

押印不要

原則
押印不要

キョウサイ タロウ



⑧
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●死亡給付⾦を請求される場合は、⼀般の死亡診断書（死体検案書）のコピーを提出してください。
●ただし、所属組合で原本証明※が必要です。
※所属組合で、コピーの欄外に「原本からのコピーに相違ありません」と記載し、「組合名」「代表者役職および⽒名」「組合印」を記載・押印します。その上で、Ｕ
Ａゼンセン共済事業局で追認いたします。

３．死亡給付⾦請求／死亡診断書（死体検案書）の提出（資料２）
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★一般の死亡診断書（死体検案書）のコピーを提出してください



見
本

資資料料２２
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一般の死亡診断書（死体検案書）のコピーを提出してください



●死亡給付⾦受取⼈は原則として、「労基法施⾏規則に定める者」になりますが、筆頭順位の死亡給付⾦受取⼈が複数とな
る場合は、受取⼈全員の協議により代表受取⼈を選定いただき、その代表受取⼈から請求いただくことになります。

提出書類
｢代表受取⼈選定
に関する申出書｣
に記載いただく⼈数

死亡給付⾦

①左記受取⼈が権利者であることを確認できる｢⼾籍謄本｣等
②左記受取⼈の｢本⼈確認書類｣※

提出不要
(受取⼈１名で⼿続き可)100万円以下

代表受取⼈1名100万円超
200万円以下

代表受取⼈を含めて2名200万円超
1000万円以下

＊死亡給付⾦受取⼈に特定の個⼈の受取⼈を複数指定している場合は、「代表受取⼈選定に関する申出書」に受取⼈全員が署名・押印のうえ、受取⼈
全員の本⼈確認書類※をご提出ください。

※「本⼈確認書類」については２６ページの（注１）をご確認ください。

① 被共済者の⽒名、給付⾦額を記⼊してください。
② 記⼊⽇を記⼊してください。
③ 代表受取⼈本⼈が⽒名・被共済者との続柄・住所を記⼊してください。なお、後⾒⼈・親権者がいる場合、その⽅が記⼊し

てください。
④ 代表受取⼈以外の受取⼈本⼈がそれぞれ⽒名・被共済者との続柄・住所を記⼊してください。なお、後⾒⼈・親権者がいる

場合、その⽅が記⼊してください。

４．死亡給付⾦請求／死亡給付⾦受取⼈が複数いる場合
（代表受取⼈選定に関する申出書の提出）（資料３）

【受取⼈が複数いる場合の提出書類】

【「代表受取⼈選定に関する申出書」の記⼊⽅法】
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★巻末付録の白紙帳票を使用してください（コピーの場合、両面印刷）

●代表受取⼈から、通常の必要書類に加え、 「代表受取⼈選定に関する申出書」をご提出ください。
●「代表受取⼈選定に関する申出書」は巻末付録の⽩紙帳票を使⽤（コピーする場合は必ず両⾯印刷）のうえ、提出してくだ
さい。

●ご提出いただく書類（⼾籍謄本、本⼈確認書類※）と「代表受取⼈選定に関する申出書」に記載いただく⼈数は、⾦額に
よって異なります。（詳細は以下の表をご確認ください。）

●ただし、引受保険会社が権利者全員の意思を確認する必要があると判断した場合には、受取⼈全員から書類をご提出いた
だくことがありますので、ご了承ください。

受取⼈印の押印は不要です。
＊ただし、本⼈確認書類として、「印鑑証明書」を提出するときは、「印鑑証明書」の印を押印してください。
＊記⼊内容を訂正される場合は、⼆重線で抹消のうえ記⼊箇所付近に訂正署名してください。ただし、本⼈確認書類
が「印鑑証明書」の場合は、訂正印（「印鑑証明書」の印）を押してください。



資資料料３３
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共済 花⼦ 100万

令和８ 9 1

共済 ⼀男

千代⽥区九段南４－８－１６

⼦
キョウサイ カズオ

共済 ⼆男

千代⽥区九段南４－８－１６

⼦
キョウサイ ツギオ

①

②

③

④

原則
押印不要

原則
押印不要

原則
押印不要

原則
押印不要

原則
押印不要

巻末付録の白紙帳票を使用してください（コピーの場合、両面印刷）
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［［個個人人情情報報のの取取扱扱いいににつついいてて］］

１１．．契契約約者者はは、、保保険険金金・・給給付付金金のの請請求求にに伴伴っってて、、本本帳帳票票ななららびびにに添添付付書書類類にに記記載載さされれたた個個人人情情報報（（以以下下、、「「個個人人情情報報」」とと
        いいいいまますす。。））をを本本保保険険のの事事務務手手続続ききののたためめにに使使用用しし、、保保険険契契約約をを締締結結すするる生生命命保保険険会会社社（（共共同同取取扱扱会会社社をを含含みみまますす。。
　　　　以以下下同同じじ））へへ提提出出ししまますす。。

２２．．生生命命保保険険会会社社はは、、取取得得ししたた個個人人情情報報をを、、ここのの保保険険契契約約のの支支払払査査定定、、各各種種保保険険契契約約のの引引受受・・支支払払査査定定をを含含むむ生生命命
        保保険険制制度度のの健健全全なな運運営営ののたためめにに利利用用（（注注））しし、、契契約約者者、、他他のの生生命命保保険険会会社社おおよよびび再再保保険険会会社社、、委委託託先先事事業業会会社社にに
　　　　上上記記目目的的のの範範囲囲内内でで提提供供ししまますす。。

３３．．引引受受保保険険会会社社はは、、今今後後変変更更すするる場場合合ががあありりまますすがが、、そそのの場場合合、、個個人人情情報報はは変変更更後後のの引引受受保保険険会会社社にに提提供供さされれまますす。。

　　　　（（注注））　　　　保保健健医医療療等等のの機機微微（（セセンンシシテティィブブ））情情報報ににつついいててはは、、保保険険業業法法施施行行規規則則にによよりり、、業業務務のの適適切切なな運運営営のの確確保保
そそのの他他必必要要とと認認めめらられれるる目目的的にに利利用用目目的的がが限限定定さされれてていいまますす。。

［［必必要要書書類類］］

〇〇 被被保保険険者者ととのの続続柄柄をを確確認認すするるたためめ、、表表面面ににごご記記入入いいたただだいいたた代代表表受受取取人人おおよよびび本本状状にに同同意意すするる者者全全員員ににつついいてて、、
　　 被被保保険険者者ととのの続続柄柄をを確確認認ででききるる戸戸籍籍謄謄（（抄抄））本本ををごご提提出出くくだだささいい。。

〇〇 表表面面ににごご記記入入いいたただだいいたた代代表表受受取取人人おおよよびび本本状状にに同同意意すするる者者全全員員ににつついいてて、、本本人人確確認認書書類類（（※※））をを各各１１通通ずずつつ
ごご提提出出くくだだささいい。。

　　 （（※※））以以下下ののいいずずれれかかのの書書類類（（「「運運転転経経歴歴証証明明書書」」をを除除ききいいずずれれもも有有効効期期間間中中ののもものの））ををココピピーーののううええ、、ごご提提出出くくだだ

　　　　    ささいい。。

　　　　　　　　　　　　　　・・運運転転免免許許証証（（運運転転経経歴歴証証明明書書））＜＜住住所所・・氏氏名名変変更更ががああるる場場合合はは両両面面＞＞

　　　　　　　　　　　　　　・・パパススポポーートト（（旅旅券券番番号号のの記記載載ががああるるペペーージジ））

　　　　　　　　　　　　　　・・ママイイナナンンババーーカカーードド（（顔顔写写真真ががああるる面面））
　　　　　　　　　　　　　　・・上上記記書書類類ををいいずずれれももおお持持ちちででなないい場場合合はは、、「「印印鑑鑑証証明明書書（（当当社社受受付付時時点点でで発発行行後後３３カカ月月以以内内ののもも））」」をを

　　　　　　　　　　　　　　　　ごご提提出出ののううええ、、押押印印欄欄にに印印鑑鑑証証明明書書とと同同一一印印をを押押印印ししててくくだだささいい。。

表表面面あありり



Ⅳ.変更⼿続き・脱退の書類の記⼊例
１．加⼊者内容変更⼿続き
（１）組合員本⼈の住所・加⼊者名・⼝座・組織の変更がある場合（資料４）

（1）記⼊⽇を記⼊してください。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

（2）加⼊されている共済をもれなく○印してください。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

（3）加⼊者⽒名、性別、加⼊者番号、⽣年⽉⽇を記⼊してください。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

（4）変更項⽬の欄を記⼊してください。
●変更⼿続きの必要な項⽬
１）⼝座の変更（特に２枚⽬は「⾦融機関提出⽤」につき⾦融機関届出印を2か所必ず押印してください）なお、⾦融機関

登録印を変更されましても、特に共済事業局に届ける必要はありません。 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
２）⽒名変更（⼝座の名義も変更している場合は、④に記⼊・捺印してください） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
３）性別の訂正 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
４）⽣年⽉⽇の訂正 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
５）住所の変更（30⽂字以内に記⼊してください） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
６）組織コード変更・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
a.チェックオフ（給与引去り）から⼝座引落しへ変更の場合
※a欄に○印を付けて最終引去り⽇を欄外へ記⼊してください。
※新たに個⼈⼝座を登録する必要があるので、併せて「預⾦⼝座振替依頼書」も提出してください。
b.組合所属から「ＵＡゼンセン福祉共済会」（B001000000）へ変更の場合
※b欄の加⼊者確認印に押印してください。
※組合脱退後も共済を継続する場合は、「ＵＡゼンセン福祉共済会」に加⼊する必要があります。
c.その他組織コード変更の場合

７）従業員コード変更（従業員コードを登録している組合のみ） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

（5）組合コード、所属名（組合名）を記⼊してください。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

（6）加⼊者内容変更通知書（2026年3⽉改訂版）の①〜④枚⽬までを提出してください。
※毎⽉20⽇締切で受付しております。（20⽇が⼟・⽇・祝⽇の場合は、前業務⽇）
⼝座の変更は20⽇締切で翌⽉12⽇の引き落としから新⼝座となります。

※記⼊上の注意
加⼊されている共済制度を洩れなく記⼊してください。

①

②

③

④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨

⑩

⑪
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2 ６ 0 ９ 0 １

共済

キョウサイ

花⼦

ﾊﾅｺ

００ ２１ ３４ 0７６５ 5 ８ 6080

中 央 市 ⾕ 2 9 6 3 2 9 9 1 0 0 1 1 1 1

共済 花⼦

キ ョ ウ サ イ ハ ナ コ
共
済

01 02 70 4 千 代 ⽥ 区 九 段 南 4 - -8 1 6
ﾁ ﾖ ﾀﾞｸ ｸ ﾀﾞﾝ ﾐ ﾅ ﾐ 4 ｰ ｰ8 1 6

03 3288 3533

21 43 5 0 0000 市ヶ⾕労働組合⑪⑪

⑩⑩

⑨⑨

⑧⑧

⑥⑥

⑤⑤

⑦⑦

④④

③③

➀➀

②②

ａａ

ｂｂ

※コードが７桁⽤の⽤紙は使⽤しないでください。

所属組合に帳票を請求してください（2026年3月改訂版をご使用ください）



（２）家族の住所・加⼊者名の変更がある場合（資料５）

（1）記⼊⽇を記⼊してください。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

（2）組合・⽀部コード、組合名、⽀部・分会名を記⼊してください。 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

（3）チェックオフ組合の場合は、○印をつけて、社員コードを記⼊してください。 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

（4）組合員の⽒名、加⼊者番号を記⼊してください。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

（5）親、配偶者について変更がある⽅の変更項⽬の欄を記⼊してください。
※現⽒名は必ず記⼊してください。

●変更⼿続きの必要な項⽬
１）⽒名変更 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
２) 続柄の訂正 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
３）⽣年⽉⽇の訂正 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
４）性別の訂正 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
５）住所の変更 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

（6）加⼊者内容変更通知書を提出してください。
※毎⽉20⽇締切で受付しております。（20⽇が⼟・⽇・祝⽇の場合は、前業務⽇）

①

②

③

④

⑤
⑥
⑦
⑧
⑨

38ページ

★巻末付録の白紙帳票を使用してください
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21 43 5 0 0000 市ヶ⾕労働組合 東京⽀部

千代⽥区九段南４－８－１６

共済

キョウサイ

花⼦

ﾊﾅｺ

共済

キョウサイ

太郎

タロウ

1 0 2 0 0 7 4

００ ２１ ３ ４ 0７６５

2026 ９ １①

②②

③③

④④

⑤⑤

⑥⑥ ⑦⑦ ⑧⑧

⑨⑨

現⽒名は必ず記⼊してください。

巻末付録の白紙帳票を使用してください



（３）指定代理請求⼈を変更する場合（資料６）

●組合員本⼈の指定代理請求⼈は新規加⼊時に申込書兼告知書で個別指定するか、個別指定しない場合は組合員の家族
※のうち労働基準法施⾏規則第４２条〜第４５条に規定する順位（同順位の⽅が複数名いる場合は、同順位の⽅のうち、
年⻑者の⽅）となりますが、加⼊後に指定代理請求⼈を変更することができます。
※組合員が亡くなったとした場合の遺族にあたる⽅を指しています。
また、配偶者・組合員の親の指定代理請求⼈は組合員に、配偶者の親の指定代理請求⼈は配偶者にそれぞれ、あらかじめ指
定されていますが、組合員や配偶者が死亡したり介護状態等となったりして、指定代理請求⼈の役割を果たすことができなくなっ
た場合は、指定代理請求⼈を変更することができます。

●指定代理請求⼈を変更する場合は、「指定代理請求⼈指定書」を提出してください。指定代理請求⼈変更の効⼒発⽣⽇は、
「指定代理請求⼈指定書」をＵＡゼンセン共済事業局で受付けた⽇です。（申込書兼告知書での指定代理請求⼈変更のお
取扱いはできません。）

① 記⼊した⽇付を記⼊してください。

② 被共済者⽒名をご記⼊のうえ、押印してください。

③ 変更後の指定代理請求⼈⽒名・続柄を記⼊してください。

指定代理請求⼈を変更する場合、次の要件のいずれかを満たす⽅のうち１名だけを指定してください。
・被共済者と次の関係にある⽅
（ア）⼾籍上の配偶者 （イ）直系⾎族 （ウ）兄弟姉妹
（エ）同居または⽣計を⼀にしている被共済者の３親等内の親族
・上記のほか、被共済者と次の関係にある⽅で引受保険会社が認めた⽅
（オ）同居または⽣計を⼀にしている⽅ （カ）財産管理を⾏っている⽅
（キ）死亡給付⾦受取⼈ （ク）（オ）〜（キ）と同等の関係にある⽅
＊給付⾦のご請求時においても、成⼈年齢（満18歳以上）であることを要します※。
※指定代理請求⼈が未成年でやむを得ずご請求を希望される際は、所属組合・UAゼンセン経由で引受保険会社までご相談
ください。

（４）死亡給付⾦受取⼈を個別指定・変更する場合（資料７）

●組合員本⼈の死亡給付⾦受取⼈は組合員の遺族のうち労働基準法施⾏規則第４２条〜第４５条に規定する順位にあら
かじめ指定されますが、配偶者、こども、孫、⽗⺟、祖⽗⺟、兄弟姉妹より個別指定いただくことができます。

●新規加⼊と同時に組合員本⼈の死亡給付⾦受取⼈を個別指定する場合は、「死亡給付⾦受取⼈指定書」を申込書兼告知
書と同時に提出してください。死亡給付⾦受取⼈指定の効⼒発⽣⽇は、新規加⼊の加⼊⽇（効⼒発⽣⽇）と同じ⽇になりま
す。

●また、加⼊後に死亡給付⾦受取⼈を変更することもできます。この場合も、「死亡給付⾦受取⼈指定書」を提出してください。死
亡給付⾦受取⼈変更の効⼒発⽣⽇は、「死亡給付⾦受取⼈指定書」をＵＡゼンセン事務局が引受保険会社に郵送した場
合は封筒の消印⽇、⼿交した場合は⼿交⽇になります。（申込書兼告知書での死亡給付⾦受取⼈の個別指定・変更のお取
扱いはできません。）

① 記⼊した⽇付を記⼊してください。

② 被共済者⽒名をご記⼊のうえ、押印してください。

③ 個別指定する、または変更後の受取⼈の⼈数・⽒名・続柄・受取割合を記⼊してください。受取割合は、受取⼈が２名以
上の場合は合計１００％となるよう記⼊してください。
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★巻末付録の白紙帳票を使用してください
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巻末付録の白紙帳票を使用してください

①

②

③

行

以
下

の
内

容
に

相
違

な
い

こ
と

を
確

認
し

、
指

定
代

理
請

求
人

の
変

更
を

し
ま

す
(
※

)
。

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

な
お

、
こ

の
共

済
に

か
か

わ
る

個
人

情
報

の
取

扱
い

に
つ

い
て

、
以

下
〈

個
人

情
報

の
取

扱
い

〉
を

確
認

の
う

え
、

同
意

し
ま

す
。

 
 
 

ま
た

、
当

指
定

書
に

て
指

定
し

た
指

定
代

理
請

求
人

の
個

人
情

報
に

つ
い

て
も

、
加

入
対

象
者

（
被

共
済

者
）

の
個

人
情

報
と

同
様

に
取

扱
わ

れ
る

旨
指

定
代

理
請

求
人

に
説

明
し

、
個

人
情

報
の

取
扱

い
に

つ
い

て
の

同
意

を
得

ま
し

た
。

 
※

介
護

共
済

（
団

体
型

）
に

加
入

し
て

い
る

場
合

、
介

護
共

済
（

個
人

型
）

で
指

定
変

更
し

た
者

を
介

護
共

済
（

団
体

型
）

の
指

定
代

理
請

求
人

　
＊

 
　

と
し

ま
す

。
（

注
：

介
護

共
済

（
個

人
型

）
か

ら
脱

退
さ

れ
て

介
護

共
済

（
団

体
型

）
の

み
の

加
入

と
な

っ
た

場
合

、
指

定
の

変
更

が

　
な

け
れ

ば
、

介
護

共
済

（
個

人
型

）
で

指
定

し
て

い
た

方
が

引
き

続
き

介
護

共
済

（
団

体
型

）
の

指
定

代
理

請
求

人
と

な
り

ま
す

。
）

（
留

意
事

項
）

○
必

要
項

目
を

も
れ

な
く

記
入

し
、

提
出

し
て

く
だ

さ
い

。

○
「「

＊＊
印印

」」
のの

項項
目目

はは
、、

すす
べべ

てて
被被

共共
済済

者者
がが

自自
書書

・・
押押

印印
し

て
く

だ
さ

い
。

年 号

９
８

５
０

０
０

０
１

１
キ

ョ
ウ

サ
イ

ナ
ツ

オ
2

 ，
 

   
　

　
　

　
　

引
受

保
険

会
社

：
日

本
生

命
保

険
相

互
会

社

引
受

保
険

商
品

：
介

護
保

障
保

険
（

団
体

型
）

Ｋ
２

２
－

３
５

５
　

企
業

保
険

サ
ー

ビ
ス

課
　

Ｒ
５

．
２

記
　

号
証

券
番

号

日

＊
印

＊ 続 柄 コ ー ド

被
共

済
者

生
年

月
日

月

キ
ョ

ウ
サ

イ
ハ
ナ
コ

令
和

年
Ｕ

Ａ
ゼ

ン
セ

ン
共

済
事

業
局

月
8

団
体

名

介介
護護

共共
済済

（（
個個

人人
型型

））
  
指指

定定
代代

理理
請請

求求
人人

指指
定定

書書

Ｕ
Ａ
ゼ
ン

セ
ン

（
Ｕ

Ａ
ゼ
ン
セ
ン

福
祉
共
済
互
助

会
)

組
合

・
支

部
コ

ー
ド

家
族

区
分

1
日

9

印

＊
記

　
入

　
日

Ｕ
Ａ

ゼ
ン

セ
ン

共
済

事
業

局
受

付
印

共
済

加
入

者
番

号

指 定 有 無

＊
指

　
定

　
代

　
理

　
請

　
求

　
人

（
姓

と
名

の
間

は
1
マ

ス
空

け
て

記
入

し
て

く
だ

さ
い

）

年
氏

　
　

　
名

　
(
カ

タ
カ

ナ
・

濁
点

１
マ

ス
)

配
偶
者

＝
１

こ
ど

も
＝

２
父

母
＝

３
祖
父
母

＝
４

兄
弟

・
姉

妹
＝

５

そ
の
他

（
３

親
等
内

の
親

族
等
（

注
）

（
エ
）

～
（

ク
）
に

該
当
す

る
人

）
＝

９

昭
和

＝
３

平
成

＝
４

令
和

＝
５

〈
個
人

情
報

の
取
扱

い
〉

こ
の

契
約

は
、

Ｕ
Ａ

ゼ
ン

セ
ン

福
祉

共
済

互
助

会
(以

下
、

「団
体

」と
い

い
ま

す
。
)を

契
約

者
と

す
る

団
体

保
険

で
す

。
そ

の
た

め
、

こ
の

契
約

の
運

営
に

あ
た

っ
て

は
、

団
体

（
加

盟
組

合
を

含
み

ま
す

。
以

下
同

じ
。

）は
加

入
対

象
者

の
個

人
情

報
（
氏

名
・
性

別
・
生

年
月

日
・健

康
状

態
等

）を
取

扱
い

、
団

体
が

こ
の

契
約

を
締

結
し

た
引

受

保
険

会
社

へ
提

出
し

ま
す

。
団

体
は

、
こ

の
契

約
の

運
営

に
お

い
て

入
手

す
る

個
人

情
報

（個
人

番
号

を
除

く
）
を

、

こ
の

契
約

の
事

務
手

続
き

の
た

め
に

使
用

し
ま

す
。

引
受

保
険

会
社

は
受

領
し

た
個

人
情

報
（
個

人
番

号
を

除
く
）を

各
種

保
険

の
引

受
け

・継
続

・維
持

管
理

、
給

付
金

等
の

お
支

払
い

、
そ

の
他

保
険

に
関

連
・付

随
す

る
業

務
の

た
め

に
利

用
し

、
ま

た
、

団
体

等
へ

そ
の

目
的

の
範

囲
内

で
提

供
し

ま
す

。
ま

た
、

今
後

、
個

人
情

報
に

変
更

等
が

発
生

し
た

際
に

も
、

引
続

き
団

体
お

よ
び

引

受
保

険
会

社
に

お
い

て
そ

れ
ぞ

れ
上

記
に

準
じ

個
人

情
報

が
取

扱
わ

れ
ま

す
。

な
お

、
記

載
の

引
受

保
険

会
社

は
、

今
後

、
変

更
す

る
場

合
が

あ
り

ま
す

が
、

そ
の

場
合

、
個

人
情

報
は

変
更

後
の

引
受

保
険

会
社

へ
提

供
さ

れ

ま
す

。

注
）保

健
医

療
等

の
機

微
（
セ

ン
シ

テ
ィ

ブ
）情

報
に

つ
い

て
は

、
保

険
業

法
施

行
規

則
に

よ
り

、
業

務
の

適
切

な
運

営
の

確
保

そ
の

他
必

要
と

認
め

ら
れ

る
目

的
に

利
用

目
的

が
限

定
さ

れ
て

い
ま

す
。

個
人

番
号

に
つ

い
て

は
、

保
険

取
引

に
関

す
る

支
払

調
書

作
成

事
務

の
み

に
使

用
し

ま
す

。

〈
指
定

代
理

請
求
人

の
個

人
情
報

の
取

扱
い
に

つ
い
て

〉
指
定

さ
れ

た
指
定

代
理

請
求
人

の
個

人
情
報

に
つ
い

て
は

、
上
記

の
加

入
対
象

者
（

被
共
済

者
）

の
個

人
情
報

と
同

様
に
取

扱
わ

れ
ま
す

の
で

、
お
申

込
み
に

あ
た

っ
て
は

、
指

定
代
理

請
求

人
に
そ

の
旨
を

ご
説
明
い

た
だ

き
、
個

人
情

報
の
取

扱
い

に
つ
い

て
の
同

意
を

取
得
し

て
く

だ
さ
い

。

（
注

）
指
定

代
理

請
求
人

は
、

次
の
要

件
の

い
ず
れ

か
を
満

た
す

方
の
う

ち
１

名
だ
け

指
定

で
き

ま
す

。
①
被

共
済

者
と
次

の
関

係
に
あ

る
人

（
ア

）
戸
籍

上
の

配
偶
者

（
イ

）
直
系

血
族

（
ウ

）
兄
弟

姉
妹

（
エ

）
同
居

ま
た

は
生
計

を
一

に
し
て

い
る

被
共
済

者
の
３

親
等

内
の
親

族
②
上

記
の

ほ
か
、

被
共

済
者
と

次
の

関
係
に

あ
る
人

で
、

引
受
保

険
会

社
が
認

め
た

人
（
オ

）
同
居

ま
た

は
生
計

を
一

に
し
て

い
る

人
（
カ

）
財
産

管
理

を
行
っ

て
い

る
人

（
キ

）
死
亡

給
付

金
受
取

人
（
ク

）
上
記

（
オ

）
～
（

キ
）

と
同
等

の
関

係
に
あ

る
人

給
付

金
(年

金
払

特
約
の

年
金

を
含
み

ま
す

。
)請

求
時
に

お
い
て

、
上

記
の
要

件
の

い
ず

れ
か

を
満

た
す
成

人
(満

18
歳

以
上
)
の
方
で

あ
る

こ
と
を

要
し
ま

す
。

○
給
付

金
（

年
金
払

特
約

の
年
金

を
含

み
ま
す

。
）

請
求
時

に
、
あ

ら
た

め
て
上

記
の

要
件

の
確

認
を

さ
せ
て

い
た

だ
き
ま

す
。

対
象
外

の
場
合

は
指

定
代
理

請
求

人
へ
介

護
給

付
金

（
年

金
払

特
約
の

年
金

を
含
み

ま
す

。
）
の

お
支
払

い
は

で
き
ま

せ
ん

。

○
指
定

代
理

請
求
人

変
更

の
効
力

発
生

日
は
、

Ｕ
Ａ

ゼ
ン
セ

ン
共
済

事
業

局
の
受

付
日

と
な

り
ま

す
。

○
組
合

員
が

介
護
共

済
（

団
体
型

）
に

加
入
さ

れ
て

い
る
場

合
、
介

護
共

済
（
個

人
型

）
で

個
別

指
定

さ
れ
た

指
定

代
理
請

求
人

と
同
じ

方
が

介
護
共

済
（
団

体
型

）
の
指

定
代

理
請

求
人

と
な

り
ま
す

。
な
お

、
介

護
共
済

（
個

人
型
）

か
ら

脱
退
さ

れ
て
介

護
共

済
（
団

体
型

）
の
み

の
加

入
と

な
っ

た
場

合
、
指

定
の

変
更
が

な
け

れ
ば
、

介
護
共

済
（

個
人
型

）
で

指
定
し

て
い

た
方

が
引

続
き

介
護
共

済
（

団
体
型

）
の

指
定
代

理
請
求

人
と

な
り
ま

す
。

本
人
＝

０
０

配
偶
者
＝
１

０
本
人
の
親
＝

２
１

配
偶
者

の
親
＝
３
１

被
共

済
者

氏
名

（
カ

タ
カ

ナ
で

記
入

し
て

く
だ

さ
い

）

セ
イ

メ
イ

共 済
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①
②

③

行

以
下

の
内

容
に

相
違

な
い

こ
と

を
確

認
の

う
え
、

組
合

員
の

死
亡

給
付

金
受

取
人

を
指

定
（

変
更

）
し

ま
す

。

な
お

、
こ

の
共

済
に

か
か

わ
る

個
人

情
報

の
取
扱

い
に

つ
い

て
、

以
下

〈
個

人
情

報
の

取
扱

い
〉

を
確

認
の

う
え

、
同

意
し

ま
 
 
 
  
 
 
  
 
 
 

す
。

ま
た

、
当

指
定

書
に

て
指

定
し

た
死

亡
給
付

金
受

取
人

（
以

下
、

受
取

人
と

い
い

ま
す

。
）

の
個

人
情

報
に

つ
い

て
も

、

加
入

対
象

者
（

被
共

済
者

）
の

個
人

情
報

と
同
様

に
取

扱
わ

れ
る

旨
受

取
人

に
説

明
し

、
個

人
情

報
の

取
扱

い
に

つ
い

て
の

同

意
を

得
ま

し
た

。

年 号
年 号

年 号

９
８

５
０

０
０

０
１

０
０

０

キ
ョ

ウ
サ

イ
ナ

ツ
オ

2
0

0

名

担
当

者
（

所
属

・
氏

名
）

部
（

課
）

・
支

社

 
，

 
受

付
日

：
令

和
　

　
 
　

　
　

年
　

　
　

 
　

　
月

　
　

　
　

 
　

日

【
受

領
方

法
】

□
　

直
接

受
領

□
　

郵
送

受
領

：
消

印
日

（
令

和
　

　
年

　
　

月
　

　
日

）

   
　

　
　

　
　

引
受

保
険

会
社

：
日

本
生

命
保

険
相

互
会

社
引

受
保

険
商

品
：

介
護

保
障

保
険

（
団

体
型

）
Ｋ
２

０
―
２

５
４
　

企
業
保

険
サ

ー
ビ
ス

課
　
Ｒ

４
．

１
２

介介
護護

共共
済済

（（
個個

人人
型型

））
　　

死死
亡亡

給給
付付

金金
受受

取取
人人

指指
定定

書書

Ｕ
Ａ

ゼ
ン

セ
ン

（
Ｕ

Ａ
ゼ

ン
セ

ン
福

祉
共

済
互

助
会

）

加
入

年
月

日

年
月

日
年

指
定

区
分

年

印 印

 
＊

団
体

名

＊

月
日

キ
ョ

ウ
サ

イ
ハ
ナ

コ

団
体

発
送

日

ニ
ッ

セ
イ

処
理

欄

被
共

済
者

記
入

日 証
券

番
号

被
共

済
者

生
年

月
日

日
月

令
和

　
 
8
　

年
　

9
　

月
　

1
　

日

年
Ｕ

Ａ
ゼ

ン
セ

ン
共

済
事

業
局

経
由

　
日

本
生

命
保

険
相

互
会

社

受
　

付
　

印
　

決
定

取
扱

届
出

印

＊
印

日

受
取
人

変
更

年
月
日

令
和

月

 
＊

 
受

取
人

の
人

数
氏

　
　

　
名

　
(
カ

タ
カ

ナ
・

濁
点

１
マ

ス
)

記
　

号

＊
割

合

（
％
）

＊
詳

細
続

柄

＊
死

　
 
亡

　
 
給

　
 
付

　
 
金

　
 
受

　
 
取

　
 
人

（
姓

と
名

の
間

は
1
マ

ス
空

け
て

記
入

し
て

く
だ

さ
い

）

共
済

加
入

者
番

号

1

ニ
ッ

セ
イ

処
理

欄

家
族

区
分

＊ 続 柄 コ ー ド

組
合

・
支

部
コ

ー
ド

詳
細
続

柄
コ

ー

ド

ニ
ッ
セ

イ

処
理
欄

入
力

要
否

配
偶

者
＝

１

こ
ど

も
＝

２

父
母

＝
３

祖
父

母
＝

４

兄
弟

・
姉

妹
＝

５

法
定

相
続

人
＝

６

（
そ

の
他

＝
９

）

※
法

定
相

続
人

（
＝
６

）
を
指

定
さ
れ

た
場

合
、
受

取
人
氏

名
・
人

数
の

記
入
は

不
要
で

す
。

(
記
入

例
)

10
0％

→
 0

0

5
0％

→
 5

0

※
受

取
人

が
２
名

以
上
の

場
合

は
合

計
10
0
％

と
な

る
よ

う
記

入
し
て

く
だ
さ

い
。

昭
和

＝
３

平
成

＝
４

令
和

＝
５

（
お
願

い
）

○
必
要

項
目

を
洩
れ

な
く
記

入
し
、

押
印

の
う
え

提
出
し

て
く
だ

さ
い

。
○

「「
＊＊

印印
」」

のの
項項
目目

はは
、、
すす

べべ
てて

被被
共共
済済

者者
がが

自自
書書
・・

押押
印印

し
て
く

だ
さ

い
。

○
受
取

人
の

人
数
が

２
名
以

上
の
場

合
、

指
定
・

変
更
さ

れ
る
方

だ
け

で
な
く

受受
取取
人人

全全
員員

を
記
入

し
て

く
だ
さ

い
。

○
受
取

人
は

原
則
２

親
等
以

内
の
血

族
ま

た
は
配

偶
者
を

指
定
し

て
く

だ
さ
い

。
（

留
意

事
項

）
受
取

人
指

定
・
変

更
の
効

力
発
生

日
は

、
新
規

加
入
者

の
場
合

は
新

規
加
入

日
、

既
加

入
者

の
場
合

は
保
険

契
約
者

（
Ｕ

Ａ
ゼ
ン

セ
ン
）

が
引
受

保
険

会
社
に

当
指
定

書
を

発
送
し

た
日

と
な

り
ま

す
。

本
人

＝
０
０

〈
個

人
情
報

の
取
扱

い
〉

こ
の

契
約

は
、
Ｕ

Ａ
ゼ
ン

セ
ン
福

祉
共
済

互
助
会

(以
下
、
団

体
と
い

い
ま
す

。
)を

契
約

者
と
す

る
団
体

保
険

で
す
。

そ
の
た

め
、
こ

の
契
約

の
運
営

に
あ
た

っ
て
は

、
団
体

（
加
盟

組
合
を

含
み
ま

す
。
以

下
同

じ
。

）
は
加

入
対
象

者
の
個

人
情
報

（
氏
名

・
性
別

・
生
年

月
日
・

健
康
状

態
等
）

を
取
扱

い
、
団

体
が
こ

の
契

約
を
締

結
し
た

引
受
保

険
会
社

へ
提
出

し
ま
す

。
団
体

は
、
こ

の
契
約

の
運
営

に
お
い

て
入
手

す
る
個

人
情

報
（
個

人
番
号

を
除
く

）
を
、

こ
の
契

約
の
事

務
手
続

き
の
た

め
に
使

用
し
ま

す
。

引
受

保
険

会
社
は

受
領
し

た
個
人

情
報
（

個
人
番

号
を
除

く
）
を

各
種
保

険
の
引

受
け
・

継
続
・

維
持
管

理
、

給
付
金

等
の
お

支
払
い

、
そ
の

他
保
険

に
関
連

・
付
随

す
る
業

務
の
た

め
に
利

用
し
、

ま
た
、

団
体
等

へ
そ

の
目
的

の
範
囲

内
で
提

供
し
ま

す
。
ま

た
、
今

後
、
個

人
情
報

に
変
更

等
が
発

生
し
た

際
に
も

、
引
続

き
団

体
お
よ

び
引
受

保
険
会

社
に
お

い
て
そ

れ
ぞ
れ

上
記
に

準
じ
個

人
情
報

が
取
扱

わ
れ
ま

す
。
な

お
、
記

載
の

引
受
保

険
会
社

は
、
今

後
、
変

更
す
る

場
合
が

あ
り
ま

す
が
、

そ
の
場

合
、
個

人
情
報

は
変
更

後
の
引

受
保

険
会
社

へ
提
供

さ
れ
ま

す
。

注
）

保
健
医

療
等
の

機
微
（

セ
ン
シ

テ
ィ
ブ

）
情
報

に
つ
い

て
は
、

保
険
業

法
施
行

規
則
に

よ
り
、

業
務
の

適
切

な
運
営

の
確
保

そ
の
他

必
要
と

認
め
ら

れ
る
目

的
に
利

用
目
的

が
限
定

さ
れ
て

い
ま
す

。
個
人

番
号
に

つ
い

て
は
、

保
険
取

引
に
関

す
る
支

払
調
書

作
成
事

務
の
み

に
使
用

し
ま
す

。
〈

死
亡

給
付

金
受
取

人
の
個

人
情
報

の
取
扱

い
に
つ

い
て
〉

指
定

さ
れ

た
死
亡

給
付
金

受
取
人

（
以
下

、
受
取

人
と
い

い
ま
す

。
）
の

個
人
情

報
に
つ

い
て
は

、
上
記

の
加

入
対
象

者
（
被

共
済
者

）
の
個

人
情
報

と
同
様

に
取
扱

わ
れ
ま

す
の
で

、
お
申

込
み
に

あ
た
っ

て
は
、

受
取

人
に
そ

の
旨
を

ご
説
明

い
た
だ

き
、
個

人
情
報

の
取
扱

い
に
つ

い
て
の

同
意
を

取
得
し

て
く
だ

さ
い
。

死
亡

給
付

金
受
取

人
欄
に

個
人

名
を

記
入

し
、
続

柄
コ
ー

ド
が

「
そ

の
他

（
９
）

」
と
な

る
場

合
、

詳
細

続
柄
欄

に
、
被

共
済

者
と

の
関

係
を
記

入
し
て

く
だ

さ
い

。
（
例

）
孫

ニ
ッ
セ
イ
処
理
欄

印

被
共
済
者
氏
名

（
カ
タ
カ
ナ
で

記
入

し
て
く
だ
さ
い

）

セ
イ

メ
イ

新
規

加
入
＝

１
既

加
入
＝

２

共 済



２．脱退の⼿続き
（１）中途脱退（資料８）

① 記⼊した⽇付をご記⼊ください。

② 共済加⼊者番号、組合名、⽀部・分会名、組合・⽀部コードの欄は必ずご記⼊ください。

③ チェックオフ組合の場合は、○印をつけて、社員コードを記⼊してください。

④ 組合員の⽒名、⽣年⽉⽇、電話番号、住所を記⼊のうえ、組合員印を押印してください。

⑤ 脱退する⽅の⽒名、⽣年⽉⽇、性別を記⼊してください。

⑥ 「個⼈型」に加えて「団体型」にも加⼊されており、「脱退届」により「個⼈型」を脱退した後も「団体型」の加⼊を継続される
場合、「脱退届」のＵＡゼンセン共済事業局受付⽇より、「団体型」の指定代理請求⼈が「個⼈型」で指定していた⽅」から
「組合員の家族のうち労働基準法施⾏規則第４２条〜第４５条に規定する順位」に変更されます。（なお、「個⼈型」の
指定代理請求⼈も「脱退届」のＵＡゼンセン共済事業局受付⽇から脱退⽇までの間、「組合員の家族のうち労働基準法
施⾏規則第４２条〜第４５条に規定する順位」に変更されます。）「個⼈型」で組合員の指定代理請求⼈を「組合員の
家族のうち労働基準法施⾏規則第４２条〜第４５条に規定する順位」としていた場合、「団体型」の指定代理請求⼈は
引き続き、「組合員の家族のうち労働基準法施⾏規則第４２条〜第４５条に規定する順位」となります。

（２）⾃動脱退
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★巻末付録の白紙帳票を使用してください

●原則、毎⽉20⽇（20⽇が⼟・⽇・祝⽇の場合は前業務⽇）までに「脱退届」をUAゼンセン共済事業局に提出した場合は、
翌⽉の⼝座引落しが停⽌され、当⽉末⽇に脱退となります。

●組合員が退職等により加⼊資格を失われた場合には、組合員は保障期間の途中であってもその⽇にこの契約から脱退となりま
す。

●中途で配偶者・親が「加⼊資格と保障⾦額」（２〜３ページ）記載の加⼊資格（配偶者︓組合員と同⼀⼾籍の配偶者、
組合員の親︓組合員の⼾籍上の親、配偶者の親︓配偶者の⼾籍上の親）を満たさなくなった場合は、その⽇にこの契約から
脱退となり、その配偶者・親について「脱退届」により脱退⼿続きが必要となります。配偶者の親について、配偶者が本⼈の配偶
者でなくなった場合は、その⽇にこの契約から脱退となります。

●中途で配偶者・親が「加⼊資格と保障⾦額」（２〜３ページ）記載の加⼊条件（配偶者︓組合員の加⼊が必要、組合員
の親︓組合員の加⼊が必要、配偶者の親︓組合員・配偶者の加⼊が必要）を満たさなくなった場合は、その⽇にこの契約から
脱退となり、その配偶者・親についても「脱退届」により脱退⼿続きが必要※１となります。

※1 組合員が「個⼈型」に加えて「団体型」にも加⼊している場合、「加⼊資格と保障⾦額」（２〜３ページ）記載の加⼊条件（配偶者︓組合員の加⼊が必
要、組合員の親︓組合員の加⼊が必要、配偶者の親︓組合員・配偶者の加⼊が必要）は不要となりますので、組合員が「個⼈型」を脱退しても「団体型」
の加⼊を継続しているかぎり、配偶者・組合員の親・配偶者の親は保障を継続することができ、配偶者が中途脱退しても配偶者の親は保障を継続することが
できます。

●掛⾦が３カ⽉連続で引落しされなかった場合は、最初の引落しができなかった⽉の前⽉末⽇をもって⾃動脱退となります。
●被共済者は、満90歳で更新後にはじめて到来する２⽉末⽇をもって⾃動脱退※２となります。
●死亡給付⾦が⽀給された場合は、死亡した⽇に⾃動脱退※３※4となります。
●介護給付⾦が⽀給された場合は、お⽀払事由に該当した⽇に⾃動脱退※5となります。
※2 組合員が満90歳で更新後にはじめて到来する2⽉末⽇に⾃動脱退する場合は、配偶者についても⾃動脱退となります。
※3 組合員が死亡した場合は、配偶者・組合員の親・配偶者の親についても⾃動脱退となります。

ただし、組合員が死亡しても、組合員死亡時に配偶者が「個⼈型」に加⼊しており、配偶者が希望される場合は、配偶者が「UAゼンセン福祉共済会」に加⼊
することで、すでに加⼊している親を含めて保障を継続することができます。

※4 配偶者が死亡して、配偶者の親が「加⼊資格と保障⾦額」（２〜３ページ）記載の加⼊条件（組合員・配偶者の加⼊が必要）を満たさなくなっても、組
合員が特に希望する場合は配偶者の親の保障を継続することができます。

※5 組合員が介護給付⾦の⽀払事由に該当した場合でも、組合員であるかぎり、配偶者や親は継続加⼊することができます。
（この場合、組合員が引続き配偶者や親の掛⾦を⽀払うことになります。）



（３）退職後の継続加⼊等

44ページ

●組合員が退職しても（退職等により「団体型」に加⼊されなくなった場合を含む）、「ＵＡゼンセン福祉共済会」に加⼊すること
で、配偶者や親を含めて満90歳まで保障を継続することができます(組合が認めた場合)。ただし、組合員が「団体型」にも加⼊
していた場合は、退職に伴い「団体型」から脱退となるため、配偶者や親はその時点で「加⼊資格と保障⾦額」（２〜３ペー
ジ）記載の加⼊条件・保障⾦額の要件を不要とする取扱いがなくなります。そのため、加⼊条件・保障⾦額の要件を満たしてい
ない場合は満たすようにする必要があります。具体的には、組合員が「団体型」脱退時に配偶者・親の保障⾦額が組合員の保
障⾦額の2倍超の場合、組合員の保障⾦額を増額、または配偶者 ・ 親の保障⾦額を減額する必要があります。組合員が「団
体型」脱退時に配偶者は加⼊せずに配偶者の親が加⼊していた場合、配偶者の親が継続加⼊するためには、配偶者が新規
加⼊する必要があります。

＊「団体型」脱退時に組合員が配偶者・親の保障⾦額の要件を満たすために増額する場合を除き、「団体型」脱退時の保障⾦額を超えることはできません。
＊「団体型」脱退時に配偶者が配偶者の親の加⼊条件を満たすために新規加⼊する場合を除き、「UAゼンセン福祉共済会」に移⾏時・移⾏後に新規加⼊する
ことはできません。

●組合員が在職中に所属組合が「団体型」に加⼊されなくなった場合、組合員が「個⼈型」に「団体型」の保障⾦額で加⼊・増額
することで、当組合員および配偶者・親は「個⼈型」として継続加⼊することができます。ただし、その時点で「加⼊資格と保障⾦
額」（２〜３ページ）記載の加⼊条件・保障⾦額の要件を満たす必要があります。

●組合員が「ＵＡゼンセン福祉共済会」に移⾏後、保障期間中に組合員が死亡または脱退された場合は、配偶者・親も、⾃動
的に脱退となります。ただし、組合員が死亡しても、組合員死亡時に配偶者が「個⼈型」に加⼊しており、配偶者が希望される
場合は、配偶者が「UAゼンセン福祉共済会」に加⼊することで、親を含めて保障を継続することができます。また、組合員が介護
給付⾦の⽀払事由に該当した場合でも、「ＵＡゼンセン福祉共済会」の会員であるかぎり、配偶者や親は継続加⼊することがで
きます。（この場合、組合員が引続き配偶者や親の掛⾦を⽀払うことになります。）

●組合員が「ＵＡゼンセン福祉共済会」の会員資格を喪失した場合、組合員・配偶者・親は組合員の会員資格喪失⽇に脱退と
なります。

●「ＵＡゼンセン福祉共済会」の年会費1,800円が必要となります。



注：チェックオフ組合の方は〇印を記入のうえ、社員コードを右詰めでご記入ください。

〒 -

最終チェックオフ日掛金充当月 脱退日

引受保険会社：日本生命保険相互会社

Ｋ２２－３４５　企業保険サービス課　Ｒ５.２

記入日

介介護護共共済済（（個個人人型型））　　脱脱退退届届　　兼兼　　指指定定代代理理請請求求人人指指定定書書
貴会の実施する上記共済の共済事業規約・同細則にもとづき、必要書類を添え以下のとおり脱退を申出ます。
なお、当申出により配偶者・親が脱退となる場合は、配偶者・親に対して脱退となる旨説明しています。
組合員が介護共済（個人型）からの脱退により、介護共済（団体型）のみの加入となる場合、介護共済（個人型）および介護共済（団体型）の 指定代理請求
人を「組合員の家族（組合員が亡くなった場合の遺族にあたる者）のうち、労働基準法施行規則第４２条～第４５条に規定する順位（同順位の者が複数名い
る場合は年長者）（以下、「労基法施行規則に規定する順位」といいます）」に変更します。介護共済（個人型）で組合員の指定代理請求人を「労基法施行
規則に規定する順位」としていた場合、介護共済（団体型）の指定代理請求人は引き続き「労基法施行規則に規定する順位」となります。

共済加入者番号 組合名 支部・分会名

　昭和  ・  平成  ・  令和 自宅 ・ 携帯 ・ その他 (            )

組合・支部コード

チェックオフ組合 900 社員コード

続柄 脱退する方の氏名 生年月日 性別

組合員氏名
申出印

（組合員）
生年月日

現
住
所

【【SSTTEEPP１１】】 以以下下へへ「「脱脱退退すするる方方」」をを記記入入ししててくくだだささいい。。

ごご確確認認
くくだだささいい

○組合員が介護共済（個人型）から脱退すると、配偶者・親も脱退となります。 ただし、組合員が介護共済（団体型）に継続して加入している場合は、
　組合員が脱退しても配偶者・親の保障は継続できます。（脱退される場合は、別途申出が必要となります。）
○配偶者・親が脱退となる場合は、脱退となることを配偶者・親にご説明いただいたうえで、この「脱退届兼指定代理請求人指定書」をご提出ください。
○毎月20日（20日が土・日・祝日の場合は前業務日）の締切りまでにＵＡゼンセン共済事業局に到着した場合、当月末で脱退となります。

電話番号

印

組合員

　昭和 ・ 平成 ・ 令和

<配偶者・親のご記入にあたって>

組合員が介護共済（団体型）に加入
しておらず、介護共済（個人型）か
ら脱退される場合は、配偶者・親も
脱退となりますが、脱退となる配偶
者・親についても、必ず左欄にご記
入ください。

配偶者・親のみが脱退する場合は、
組合員欄は記入不要です。配偶者・
親欄のみをご記入ください。組合員
欄を記入されると組合員を含めて、
配偶者・親全員が脱退となりますの
でご注意ください。

配偶者

　昭和 ・ 平成 ・ 令和

組合員の親

　昭和 ・ 平成 ・ 令和

　昭和 ・ 平成 ・ 令和

配偶者の親

　昭和 ・ 平成 ・ 令和

　昭和 ・ 平成 ・ 令和

　　年　　月　　日 年　　　　　月分 年　　　　　月末日

【【SSTTEEPP22】】 （（組組合合員員がが介介護護共共済済（（団団体体型型））ののみみのの加加入入ととななるる場場合合））組組合合員員のの「「指指定定代代理理請請求求人人」」ににつついいてて、、以以下下ををごご確確認認くくだだささいい。。

ごご確確認認
くくだだささいい

○組合員が介護共済（個人型）から脱退することに伴い、介護共済（団体型）の指定代理請求人は、この「脱退届兼指定代理請求人指定書」の
　ＵＵＡＡゼゼンンセセンン共共済済事事業業局局受受付付日日かからら「「労労基基法法施施行行規規則則にに規規定定すするる順順位位」」にに変変更更さされれまますす。。（（介介護護共共済済（（個個人人型型））もも、、介介護護共共済済（（個個人人型型））のの脱脱退退日日まま
　　でで同同様様にに変変更更さされれまますす。。））介介護護共共済済（（個個人人型型））でで組組合合員員のの指指定定代代理理請請求求人人をを「「労労基基法法施施行行規規則則にに規規定定すするる順順位位」」ととししてていいたた場場合合、、介介護護共共済済（（団団体体
　　型型））のの指指定定代代理理請請求求人人はは引引きき続続きき「「労労基基法法施施行行規規則則にに規規定定すするる順順位位」」ととななりりまますす。。
○現在、介護共済（個人型）で指定されている指定代理請求人を継続されたい場合は、別途、「指定代理請求人指定書」の提出が必要となります。

【組合使用欄】
【ＵＡゼンセン共済事業局使用欄】

共済事業局受付印

ＵＡゼンセン福祉共済互助会

（ＵＡゼンセン共済事業局）
行

(カナ)

(姓) (名)

(カナ)

(カナ)

(姓) (名) ・男 ⼥

年 ⽉ ⽇

令和 年 ⽉ ⽇

年 ⽉ ⽇

・男 ⼥

・男 ⼥

・男 ⼥

・男 ⼥

・男 ⼥

年 ⽉ ⽇

年 ⽉ ⽇

年 ⽉ ⽇

年 ⽉ ⽇

年 ⽉ ⽇

(カナ)

(姓)

(カナ)

(姓)

(カナ)

(姓)

(カナ)

(姓)

(カナ)

(姓)

(名)

(名)

(名)

(名)

(名)

資資料料８８

８ 9 1①

市ヶ⾕労働組合 東京⽀部４３ ６５ ７00 １ ２ ０

21 43 5 0 0000

共 済 花 ⼦
ｷｮｳｻｲ ﾊﾅｺ

千代⽥区九段南４－８－１６

03-3288-3533

01 02 70 4

5８ 8 6

ﾁﾖﾀﾞｸｸﾀﾞﾝﾐﾅﾐ4-8-16

共
済

②

③

共 済 ⼀郎

ｷｮｳｻｲ ｲﾁﾛｳ

④

⑤
2６ 5 1

⑥
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巻末付録の白紙帳票を使用してください
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電話サービス（無料）
利⽤⽅法利⽤時間サービス内容

電話・メール年中無休24時間介護に関する相談にケアマネジャー等がお応えします。介護相談

電話・ネット年中無休24時間お近くの介護施設の情報をご提供します。介護施設案内

電話・ネット・メール
年中無休24時間
※取次サービス(電話)の場合、
⽉〜⾦曜⽇9:00〜17:00

(祝⽇・12/30〜1/3を除く)
提携先有料⽼⼈ホームを特典付きでご案内します。有料⽼⼈ホーム

案内

電話・メール年中無休24時間お体の不調や健康管理に関する相談に看護師等がお応えします。健康相談

電話年中無休24時間メンタルヘルスについて、看護師等に相談いただくことができます。メンタルヘルス相談

電話

【予約受付時間】
⽉〜⾦曜⽇9:30〜17:00
【実施時間】
⽉〜⾦曜⽇9:30〜17:00
(祝⽇・12/29〜1/4を除く)

メンタルヘルスについて、臨床⼼理⼠等がカウンセリングします。
（予約制）

メンタルヘルス
カウンセリング
（電話）

対⾯

【予約受付時間】
⽉〜⾦曜⽇9:30〜17:00
【実施時間】
⽉〜⾦曜⽇10:00〜20:00
⼟曜⽇ 10:00〜18:00
(祝⽇・12/29〜1/4を除く)

全国47都道府県にあるカウンセリングルームで、メンタルヘルスについて臨床⼼理⼠等
がカウンセリングします。
（予約制）

メンタルヘルス
カウンセリング
（対⾯）

電話・ネット年中無休24時間お近くの医療機関や専⾨の医療機関の情報をご提供します。医療機関案内

電話・ネット・メール⽉〜⾦曜⽇9:00〜17:00
(祝⽇・12/30〜1/3を除く)⼈間ドックの割引取次ぎ、情報提供を⾏います。健康サービス取次ぎ

電話年中無休24時間指導医や独⾃に集積した専⾨医データベースの中から診断名に応じた適切な医師に
相談いただくことができます。（予約制）専⾨医相談

電話年中無休24時間⼥性限定で、⼥性特有の病気に関する悩みを⼥性医師に相談いただくことができます。
（予約制）⼥性専⽤相談

電話年中無休24時間お⼦様（⼩学⽣まで）の健康に関するお悩みについて、⼩児科医（予約制）、看
護師等に相談いただくことができます。育児相談

電話⽉〜⾦曜⽇10:00〜17:00
(祝⽇・12/28〜1/4を除く)

遺産相続や相続税に関する相談、その他相続⼿続きについて税理⼠に相談いただく
ことができます。FP・税務相談

訪問サービス（無料）
利⽤⽅法利⽤時間サービス内容

訪問
年中無休24時間 訪問取次
ぎ⽇時は⽉〜⾦曜⽇9:00〜
17:00
(祝⽇・12/29〜1/3を除く)

組合員・配偶者・それぞれの親の介護に、ニチイ学館の有資格者（ケアマネジャー
等）が訪問し、介護について相談をお受けします。介護相談

＜介護訪問相談サービスについてのご留意点＞
●介護訪問⾃体は無料ですが、相談を受けるにあたり必要な諸経費（利⽤者ご本⼈の交通費等）は、全て利⽤者ご本⼈で負担いただきます。●介護訪問相談サービス（以下、「当サービス」）は、株式会社ライフケア
パートナーズがご案内・お取次ぎし、株式会社ニチイ学館が訪問するサービスです。引受保険会社（⽇本⽣命保険相互会社）の提供する保険またはサービスではありません。また、ご利⽤に関して⽣じた損害について引受
保険会社は責任を負いません。●介護訪問相談では、要介護（⽀援）状態の⽅で、現在受けている介護サービスについては、相談いただけない場合があります。●ご訪問⽇時はご相談のうえ、決定させていただきます。
●地域によっては当サービス対象外となる場合があります。●記載の内容は2025年8⽉現在のものであり、今後当サービスの内容を変更または廃⽌する場合があります。●当サービスご利⽤のお申込みは、引受保険会社
との契約についての給付⾦等のご請求を兼ねるものではございません。給付⾦等のご請求は、ＵＡゼンセンの定めるお⼿続きにしたがって⾏っていただきます。

バリューサービス
利⽤⽅法利⽤時間サービス内容

ネット年中無休24時間・介護事業者の商品・サービス等を優待価格で購⼊いただくことができます。バリューサービス

＊「介護共済」の加⼊者専⽤のサービスです。 ＊介護共済の保障内容等の問合せは対象外です。

【利⽤できる⽅】 加⼊者
※同居の家族が加⼊者について相談することは可能です。

【利⽤できる⽅】 加⼊者・同居の家族

【利⽤できる⽅】 加⼊者である組合員および配偶者・⼆親等以内のご家族

介護共済ヘルプデスク

ご利用方法
電話サービス・訪問サービス バリューサービス
電話 0120-801-186
ネット・メール https://www.kenkokaigo.jp
※団体番号は「uaz-kaigo」を⼊⼒してください。

ネット https://ncon.auth.nissay-js.jp/grpAuth.php
※ログインIDは、『sasaedesk』をご⼊⼒ください。



更に、健康・メンタルヘルス等、
⽣活全般にわたって相談
いただくことができます。

介護共済ヘルプデスク

介護に関する相談に
ケアマネジャー等が
お応えします。

介護相談
お近くの介護施設の情報を

ご提供します。

介護施設案内
提携先有料⽼⼈ホームを
特典付きでご案内します。

有料⽼⼈ホーム案内

健康相談 メンタルヘルス相談 メンタルヘルスカウンセリング

＊⼀部予約制のサービスがあります。

＊詳細は、「介護共済ヘルプデスク」（裏⾯）をご確認ください。

年中無休24時間無料
＊⼀部サービスは利⽤時間が制限されます。

ケアマネジャー・介護福祉⼠等が訪問し、
介護について相談をお受けします。

介護相談

組合員 配偶者
組合員・
配偶者の
親

離れて暮らしていても、訪問が可能です

加⼊者

電話サービス・訪問サービスはこちらから

0120-801-186

■電話サービス

年中無休24時間無料■訪問サービス

■バリューサービス

＊介護共済の保障内容等の問合せは対象外です。

バリューサービスはこちらから
https://ncon.auth.nissay-
js.jp/grpAuth.php

※ログインIDは、『sasaedesk』をご入力ください。

・介護事業者の商品・サービス等を優待価格で購⼊いただくことができます。

介護共済ヘルプデスク
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ご相談の流れ

ケアマネジャー等が
地域の実情に即した
サポートをいたします。

＊訪問相談先は、加⼊者であることが必要です。＊公的介護保険制度の介護保険サービス利⽤中の⽅はご利⽤いただけません。
＊離島など⼀部訪問できない場合があります。

訪問取次ぎ⽇時は平⽇９時〜１７時とな
ります。

医療機関案内 健康サービス取次ぎ 専⾨医相談

⼥性専⽤相談 育児相談 ＦＰ・税務相談

加⼊者専⽤
サービス

「介護共済ヘルプデスク」への相談で介護の悩み・不安を軽減

・年中無休24時間、気軽にお電話いただける電話無料相談サービスです。組合員の悩みや不安に有資格者等（ケアマネ
ジャー等）がお応えします。

・有資格者(ケアマネジャー等)が無料で訪問し、⼀⼈ひとりの事情にあわせ、きめ細かく介護について相談をお受けします。


